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●人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（抄） 

（平成 12年法律第 147号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の

高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による

不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁

護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓

発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、

もって人権の擁護に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精

神の 涵
か ん

養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、

国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対す

る国民の理解を深めることを目的とする広報その他の

啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓

発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じ

て、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対

する理解を深め、これを体得することができるよう、多

様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の

尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われな

ければならない。 

 

（国の責務） 

第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本

理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、人権教育

及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連

携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び

人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

 

（国民の責務） 

第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、

人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなけ

ればならない。 

 

（基本計画の策定） 

第七条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発

に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及

び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなけ

ればならない。 
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●人権教育・啓発に関する基本計画 

（平成 14年３月 15日閣議決定） 

変更：平成 23 年４月１日閣議決定 

 

第１章 はじめに 

人権教育・啓発に関する基本計画（以下「基本計画」と

いう。）は，人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平

成 12 年法律第 147 号，同年 12 月 6 日公布・施行。以下

「人権教育・啓発推進法」という。）第７条の規定に基づき，

人権教育及び人権啓発（以下「人権教育・啓発」という。）

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，策定

するものである。 

我が国では，すべての国民に基本的人権の享有を保障す

る日本国憲法の下で，人権に関する諸制度の整備や人権に

関する諸条約への加入など，これまで人権に関する各般の

施策が講じられてきたが，今日においても，生命・身体の

安全にかかわる事象や，社会的身分，門地，人種，民族，

信条，性別，障害等による不当な差別その他の人権侵害が

なお存在している。また，我が国社会の国際化，情報化，

高齢化等の進展に伴って，人権に関する新たな課題生じて

きている。 

すべての人々の人権が尊重され，相互に共存し得る平和

で豊かな社会を実現するためには，国民一人一人の人権尊

重の精神の涵養を図ることが不可欠であり，そのために行

われる人権教育・啓発の重要性については，これをどんな

に強調してもし過ぎることはない。政府は，本基本計画に

基づき，人権が共存する人権尊重社会の早期実現に向け，

人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進していくことと

する。 

 

１ 人権教育・啓発推進法制定までの経緯 

人権教育・啓発の推進に関する近時の動きとしては，

まず，「人権教育のための国連 10 年」に関する取組を挙

げることができる。すなわち，平成 6 年（1994 年）12

月の国連総会において，平成 7 年（1995 年）から平成

16 年（2004 年）までの 10 年間を「人権教育のための

国連 10 年」とする決議が採択されたことを受けて，政

府は，平成 7 年 12 月 15 日の閣議決定により，内閣総

理大臣を本部長とする人権教育のための国連 10 年推進

本部を設置し，平成 9 年 7 月 4 日，「人権教育のための

国連 10 年」に関する国内行動計画（以下「国連 10 年国

内行動計画」という。）を策定・公表した。 

また，平成 8 年 12 月には，人権擁護施策推進法が５

年間の時限立法として制定され（平成 8 年法律第 120

号，平成 9 年 3 月 25 日施行），人権教育・啓発に関する

施策等を推進すべき国の責務が定められるとともに，こ

れらの施策の総合的な推進に関する基本的事項等につ

いて調査審議するため，法務省に人権擁護推進審議会が

設置された。同審議会は，法務大臣，文部大臣（現文部

科学大臣）及び総務庁長官（現総務大臣）の諮問に基づ

き，「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深める

ための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関

する基本的事項」について，２年余の調査審議を経た後，

平成 11 年 7 月 29 日，上記関係各大臣に対し答申を行

った。 

政府は，これら国連 10 年国内行動計画や人権擁護推

進審議会の答申等を踏まえて，人権教育・啓発を総合的

に推進するための諸施策を実施してきたところである

が，そのより一層の推進を図るためには，人権教育・啓

発に関する理念や国，地方公共団体，国民の責務を明ら

かにするとともに，基本計画の策定や年次報告等，所要

の措置を法定することが不可欠であるとして，平成 12

年 11 月，議員立法により法案が提出され，人権教育・

啓発推進法として制定される運びとなった。 

 

２ 基本計画の策定方針と構成 

(1) 基本計画の策定方針 

人権教育・啓発推進法は，基本理念として， 「国及

び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は，学校，

地域，家庭，職域その他の様々な場を通じて，国民が，

その発達段階に応じ，人権尊重の理念に対する理解を

深め，これを体得することができるよう，多様な機会

の提供，効果的な手法の採用，国民の自主性の尊重及

び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければ

ならない。」（第 3 条）と規定し，基本計画については，

「国は，人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的
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かつ計画的な推進を図るため，人権教育及び人権啓発

に関する基本的な計画を策定しなければならない。」

（第 7 条）と規定している。 

人権教育・啓発の推進に当たっては，国連 10 年国内

行動計画や人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関

する答申などがその拠り所となるが，これまでの人権

教育・啓発に関する様々な検討や提言の趣旨，人権教

育・啓発推進法制定に当たっての両議院における審議

及び附帯決議，人権分野における国際的潮流などを踏

まえて，基本計画は，以下の方針の下に策定すること

とした。 

① 広く国民の一人一人が人権尊重の理念に対する

理解を深め， これを体得していく必要があり，そ

のためにはねばり強い取組が不可欠であるとの観

点から，中・長期的な展望の下に策定する。 

② 国連 1 0 年国内行動計画を踏まえ，より充実し

た内容のものとする。 

③ 人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関する答

申を踏まえ，教育・啓発の基本的な在り方」及び「人

権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進を図るため

の方策」について検討を加える。 

④ 基本計画の策定に当たっては，行政の中立性に配

慮するとともに，地方公共団体や民間団体等関係各

方面から幅広く意見を聴取する。 

 

(2) 基本計画の構成 

基本計画は，人権教育・啓発の総合的かつ計画的

な推進に関する施策の大綱として，まず，第１章「は

じめに」において，人権教育・啓発推進法制定まで

の経緯と計画の策定方針及びその構成を明らかに

するとともに，第２章「人権教育・啓発の現状」及

び第３章「人権教育・啓発の基本的在り方」におい

て，我が国における人権教育・啓発の現状とその基

本的な在り方について言及した後，第４章「人権教

育・啓発の推進方策」において，人権教育・啓発を

総合的かつ計画的に推進するための方策について

提示することとし，その具体的な内容としては，人

権一般の普遍的な視点からの取組のほか，各人権課

題に対する取組及び人権にかかわりの深い特定の

職業に従事する者に対する研修等の問題について

検討を加えるとともに，人権教育・啓発の総合的か

つ効果的な推進のための体制等についてその進む

べき方向性等を盛り込んでいる。そして，最後に，

第５章「計画の推進」において，計画の着実かつ効

果的な推進を図るための体制やフォローアップ等

について記述している。 

人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るに当た

っては，国の取組にとどまらず，地方公共団体や公益法人・

民間団体等の取組も重要である。このため，政府において

は，これら団体等との連携をより一層深めつつ，本基本計

画に掲げた取組を着実に推進することとする。 

 

第 2 章 人権教育・啓発の現状 

１ 人権を取り巻く情勢 

我が国においては，基本的人権の尊重を基本原理の

一つとする日本国憲法の下で，国政の全般にわたり，

人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られ

てきている。それは，我が国憲法のみならず，戦後，

国際連合において作成され現在我が国が締結してい

る人権諸条約などの国際準則にも則って行われてい

る。他方，国内外から，これらの諸制度や諸施策に対

する人権の視点からの批判的な意見や，公権力と国民

との関係及び国民相互の関係において様々な人権問

題が存在する旨の指摘がされている。 

現在及び将来にわたって人権擁護を推進していく

上で，特に，女性，子ども，高齢者，障害者，同和問

題，アイヌの人々，外国人，ＨＩＶ感染者やハンセン

病患者等をめぐる様々な人権問題は重要課題となっ

ており，国連 10 年国内行動計画においても，人権教

育・啓発の推進に当たっては，これらの重要課題に関

して，「それぞれの固有の問題点についてのアプロー

チとともに，法の下の平等，個人の尊重という普遍的

な視点からのアプローチにも留意する」こととされて

いる。また，近年，犯罪被害者及びその家族の人権問

題に対する社会的関心が大きな高まりを見せており，

刑事手続等における犯罪被害者等への配慮といった
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問題に加え，マスメディアの犯罪被害者等に関する報

道によるプライバシー侵害，名誉毀損，過剰な取材に

よる私生活の平穏の侵害等の問題が生じている。マス

メディアによる犯罪の報道に関しては少年事件等の

被疑者及びその家族についても同様の人権問題が指

摘されており，その他新たにインターネット上の電子

掲示板やホームページへの差別的情報の掲示等によ

る人権問題も生じている。 

このように様々な人権問題が生じている背景とし

ては，人々の中に見られる同質性・均一性を重視しが

ちな性向や非合理的な因習的意識の存在等が挙げら

れているが，国際化，情報化，高齢化，少子化等の社

会の急激な変化なども，その要因になっていると考え

られる。また，より根本的には，人権尊重の理念につ

いての正しい理解やこれを実践する態度が未だ国民

の中に十分に定着していないことが挙げられ，このた

めに， 「自分の権利を主張して他人の権利に配慮し

ない」ばかりでなく，「自らの有する権利を十分に理

解しておらず，正当な権利を主張できない」，「物事を

合理的に判断して行動する心構えや習慣が身に付い

ておらず，差別意識や偏見にとらわれた言動をする」

といった問題点も指摘されている。 

人権教育・啓発に関しては， これまでも各方面で

様々な努力が払われてきているが，このような人権を

取り巻く諸情勢を踏まえ，より積極的な取組が必要と

なっている。 

 

２ 人権教育の現状 

(1) 人権教育の意義・目的 

人権教育とは，「人権尊重の精神の涵養を目的と

する教育活動」を意味し（人権教育・啓発推進法第

２条），「国民が，その発達段階に応じ，理念に対す

る理解を深め，これを体得することができるよう」

にすることを旨としており（同法第３条） ，日本国

憲法及び教育基本法並びに国際人権規約，児童の権

利に関する条約等の精神に則り，基本的人権の尊重

の精神が正しく身に付くよう，地域の実情を踏まえ

つつ，学校教育及び社会教育を通じて推進される。 

学校教育については，それぞれの学校種の教育目

的や目標の実現を目指して，自ら学び自ら考える力

や豊かな人間性などを培う教育活動を組織的・計画

的に実施するものであり，こうした学校の教育活動

全体を通じ，幼児児童生徒，学生の発達段階に応じ

て，人権尊重の意識を高める教育を行っていくこと

となる。 

また，社会教育については，生涯学習の視点に立

って，学校外において，青少年のみならず，幼児か

ら高齢者に至るそれぞれのライフサイクルにおけ

る多様な教育活動を展開していくことを通じて，人

権尊重の意識を高める教育を行っていくこととな

る。 

こうした学校教育及び社会教育における人権教

育によって，人々が，自らの権利を行使することの

意義，他者に対して公正・公平であり，その人権を

尊重することの必要性，様々な課題などについて学

び，人間尊重の精神を生活の中に生かしていくこと

が求められている。 

 

(2) 人権教育の実施主体 

人権教育の実施主体としては，学校，社会教育施

設，教育委員会などのほか，社会教育関係団体，民

間団体，公益法人などが挙げられる。 

学校教育及び社会教育における人権教育に関係

する機関としては，国レベルでは文部科学省，都道

府県レベルでは各都道府県教育委員会及び私立学

校を所管する都道府県知事部局，市町村レベルでは

各市町村教育委員会等がある。そして，実際に，学

校教育については，国や各都道府県・市町村が設置

者となっている各国公立学校や学校法人によって

設置される私立学校において，また，社会教育につ

いては，各市町村等が設置する公民館等の社会教育

施設などにおいて，それぞれ人権教育が具体的に推

進されることとなる。 

 

(3) 人権教育の現状 

ア 学校教育 
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学校教育においては，幼児児童生徒，学生の発

達段階に応じながら，学校教育活動全体を通じて

人権尊重の意識を高め，一人一人を大切にした教

育の充実を図っている。 

最近では，教育内容の基準である幼稚園教育要

領，小・中・高等学校及び盲・聾・養護学校の学

習指導要領等を改訂し，「生きる力」（自ら学び自

ら考える力，豊かな人間性など）の育成を目指し，

それぞれの教育の一層の充実を図っている。 

幼稚園においては，他の幼児とのかかわりの中

で他人の存在に気付き，相手を尊重する気持ちを

もって行動できるようにすることや友達とのか

かわりを深め，思いやりをもつようにすることな

どを幼稚園教育要領に示しており，子どもたちに

人権尊重の精神の芽生えをはぐくむよう，遊びを

中心とした生活を通して指導している。なお，保

育所においては，幼稚園教育要領との整合性を図

りつつ策定された保育所保育指針に基づいて保

育が実施されている。 

小学校・中学校及び高等学校においては，児童

生徒の発達段階に即し，各教科，道徳，特別活動

等のそれぞれの特質に応じて学校の教育活動全

体を通じて人権尊重の意識を高める教育が行わ

れている。例えば，社会科においては，日本国憲

法を学習する中で人間の尊厳や基本的人権の保

障などについて理解を深めることとされ，また，

道徳においては，「だれに対しても差別すること

や偏見をもつことなく公正，公平にし，正義の実

現に努める」，「公徳心をもって法やきまりを守り，

自他の権利を大切にし進んで義務を果たす」よう

指導することとされている。さらに，平成 14 年

度以降に完全実施される新しい学習指導要領に

おいては，「人間尊重の精神と生命に対する畏敬

の念」を具体的な生活の中に生かすことが強調さ

れたほか，指導上の配慮事項として，多様な人々

との交流の機会を設けることが示されている。加

えて，平成13年7月には学校教育法が改正され，

小・中・高等学校及び盲・聾・養護学校において

ボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体

験活動の充実に努めることとされたところであ

り，人権教育の観点からも各学校の取組の促進が

望まれる。 

盲・聾・養護学校では，障害者の自立と社会参

加を目指して，小・中・高等学校等に準ずる教育

を行うとともに，障害に基づく種々の困難を克服

するための指導を行っており，今般の学習指導要

領等の改訂では，一人一人の障害の状態等に応じ

た一層きめ細かな指導の充実が図られている。ま

た，盲・聾・養護学校や特殊学級では，子どもた

ちの社会性や豊かな人間性をはぐくむとともに，

社会における障害者に対する正しい理解認識を

深めるために，障害のある児童生徒と障害のない

児童生徒や地域社会の人々とが共に活動を行う

交流教育などの実践的な取組が行われており，新

しい学習指導要領等ではその充実が図られてい

る。 

大学等における人権教育については，例えば法

学一般，憲法などの法学の授業に関連して実施さ

れている。また，教養教育に関する科目等として，

人権教育に関する科目が開設されている大学も

ある。 

以上，学校教育については，教育活動全体を通

じて，人権教育が推進されているが，知的理解に

とどまり，人権感覚が十分身に付いていないなど

指導方法の問題，教職員に人権尊重の理念につい

て十分な認識が必ずしもいきわたっていない等

の問題も指摘されているところである。 

 

イ 社会教育 

社会教育においては，すべての教育の出発点で

ある家庭教育を支援するため，家庭教育に関する

親への学習機会の提供や，家庭でのしつけの在り

方などを分かりやすく解説した家庭教育手帳・家

庭教育ノートを乳幼児や小学生等を持つ親に配

布するなどの取組が行われている。この家庭教育

手帳・家庭教育ノートには「親自身が偏見を持た
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ず，差別をしない，許さないということを，子ど

もたちに示していくことが大切である」ことなど

が盛り込まれている。 

また，生涯の各時期に応じ，各人の自発的学習

意思に基づき，人権に関する学習ができるよう，

公民館等の社会教育施設を中心に学級・講座の開

設や交流活動など，人権に関する多様な学習機会

が提供されている。さらに，社会教育指導者のた

めの人権教育に関する手引の作成などが行われ

ている。そのほか，社会教育主事等の社会教育指

導者を対象に様々な形で研修が行われ，指導者の

資質の向上が図られている。 

加えて，平成 13 年 7 月には，社会教育法が改

正され，青少年にボランティア活動など社会奉仕

体験活動，自然体験活動等の機会を提供する事業

の実施及びその奨励が教育委員会の事務として

明記されたところであり，人権尊重の心を養う観

点からも各教育委員会における取組の促進が望

まれる。 

このように，生涯学習の振興のための各種施策

を通じて人権教育が推進されているが，知識伝達

型の講義形式の学習に偏りがちであることなど

の課題が指摘されている。 

 

３ 人権啓発の現状 

(1) 人権啓発の意義・目的 

人権啓発とは，「国民の間に人権尊重の理念を普

及させ，及びそれに対する国民の理解を深めること

を目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除

く。）」を意味し（人権教育・啓発推進法第２条），「国

民が，その発達段階に応じ，人権尊重の理念に対す

る理解を深め，これを体得することができるよう」

にすることを旨としている（同法第３条）。すなわち，

広く国民の間に，人権尊重思想の普及高揚を図るこ

とを目的に行われる研修，情報提供，広報活動等で

人権教育を除いたものであるが，その目的とすると

ころは，国民の一人一人が人権を尊重することの重

要性を正しく認識し，これを前提として他人の人権

にも十分に配慮した行動がとれるようにすること

にある。換言すれば，「人権とは何か」，「人権の尊重

とはどういうことか」，「人権を侵害された場合に，

これを排除し，救済するための制度がどのようにな

っているか」等について正しい認識を持つとともに，

それらの認識が日常生活の中で，その態度面，行動

面等において確実に根付くようにすることが人権

啓発の目的である。 

 

(2) 人権啓発の実施主体 

人権擁護事務として人権啓発を担当する国の

機関としては，法務省人権擁護局及びその下部機

関である法務局及び地方法務局の人権擁護部門

のほか，法務大臣が委嘱する民間のボランティア

として人権擁護委員制度が設けられ，これら法務

省に置かれた人権擁護機関が一体となって人権

啓発活動を行っている。また，法務省以外の関係

各府省庁においても，その所掌事務との関連で，

人権にかかわる各種の啓発活動を行っているほ

か，地方公共団体や公益法人，民間団体，企業等

においても，人権にかかわる様々な活動が展開さ

れている。 

なお，法務省の人権擁護機関については，人権

擁護推進審議会の人権救済制度の在り方に関す

る答申（平成 13 年 5 月 25 日）及び人権擁護委員

制度の改革に関する答申（平成13年12月21日）

を踏まえ，人権委員会の設置等，新たな制度の構

築に向けた検討が進められているところである。 

 

(3) 人権啓発の現状 

ア 国の人権擁護機関の啓発活動 

国は，前記のとおり，関係各府省庁が，その所

掌事務との関連で，人権にかかわる各種の啓発活

動を行っている。特に，人権擁護事務として人権

啓発を担当する法務省の人権擁護機関は，広く一

般国民を対象に，人権尊重思想の普及高揚等のた

めに様々な啓発活動を展開している。すなわち，

毎年啓発活動の重点目標を定め，人権週間や人権



9 
 

擁護委員の日など節目となる機会をとらえて全

国的な取組を展開しているほか，中学生を対象と

する人権作文コンテストや小学生を主たる対象

とする人権の花運動，イベント的要素を取り入れ

明るく楽しい雰囲気の中でより多くの人々に人

権問題を考えてもらう人権啓発フェスティバル，

各地のイベント等の行事への参加など，年間を通

して様々な啓発活動を実施している。具体的な啓

発手法としては，人権一般や個別の人権課題に応

じて作成する啓発冊子・リーフレット・パンフレ

ット・啓発ポスター等の配布，その時々の社会の

人権状況に合わせた講演会・座談会・討論会・シ

ンポジウム等の開催，映画会・演劇会等の開催，

テレビ・ラジオ・有線放送等マスメディアを活用

した啓発活動など，多種多様な手法を用いるとと

もに，それぞれに創意工夫を凝らしている。また，

従来，国や多くの地方公共団体が各別に啓発活動

を行うことが多く，その間の連携協力が必ずしも

十分とは言えなかった状況にかんがみ，人権啓発

のより一層効果的な推進を図るとの観点から，都

道府県や市町村を含めた多様な啓発主体が連携

協力するための横断的なネットワークを形成し

て，人権啓発活動ネットワーク事業も展開してい

る。さらに，以上の一般的な啓発活動のほか，人

権相談や人権侵犯事件の調査・処理の過程を通じ

て，関係者に人権尊重思想を普及するなどの個別

啓発も行っている。 

このように，法務省の人権擁護機関は人権啓発

に関する様々な活動を展開しているところであ

るが，昨今， その内容・手法が必ずしも国民の興

味・関心・共感を呼び起こすものになっていない，

啓発活動の実施に当たってのマスメディアの効

果的な活用が十分とは言えない，法務省の人権擁

護機関の存在及び活動内容に対する国民の周知

度が十分でない，その実施体制や担当職員の専門

性も十分でない等の問題点が指摘されている。 

 

イ 地方公共団体の啓発活動 

地方公共団体は，都道府県及び市町村のいずれ

においても，それぞれの地域の実情に応じ，啓発

行事の開催，啓発資料等の作成・配布，啓発手法

等に関する調査・研究，研修会の開催など様々な

啓発活動を行っており，その内容は，まさに地域

の実情等に応じて多種多様である。特に，都道府

県においては，市町村を包括する広域的な立場や

市町村行政を補完する立場から，それぞれの地域

の実情に応じ，市町村を先導する事業，市町村で

は困難な事業，市町村の取組を支援する事業など

が展開されている。また，市町村においては，住

民に最も身近にあって住民の日常生活に必要な

様々な行政を担当する立場から，地域に密着した

きめ細かい多様な人権啓発活動が様々な機会を

通して展開されている。 

 

ウ 民間団体，企業の啓発活動 

民間団体においても，人権全般あるいは個々の

人権課題を対象として，広報，調査・研究，研修

等，人権啓発上有意義な様々な取組が行われてい

るほか，国，地方公共団体が主催する講演会，各

種イベントへの参加など，人権にかかわる様々な

活動を展開しているところであり，今後とも人権

啓発の実施主体として重要な一翼を担っていく

ことが期待される。 

また，企業においては，その取組に濃淡はある

ものの，個々の企業の実情や方針等に応じて，自

主的な人権啓発活動が行われている。例えば，従

業員に対して行う人権に関する各種研修のほか，

より積極的なものとしては，人権啓発を推進する

ための組織の設置や人権に関する指針の制定，あ

るいは従業員に対する人権標語の募集などが行

われている例もある。 

 

第 3 章 人権教育・啓発の基本的在り方 

１ 人権尊重の理念 

人権とは，人間の尊厳に基づいて各人が持っている固

有の権利であり，社会を構成するすべての人々が個人と
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しての生存と自由を確保し，社会において幸福な生活を

営むために欠かすことのできない権利である。 

すべての人々が人権を享有し，平和で豊かな社会を実

現するためには，人権が国民相互の間において共に尊重

されることが必要であるが，そのためには，各人の人権

が調和的に行使されること，すなわち，「人権の共存」が

達成されることが重要である。そして，人権が共存する

人権尊重社会を実現するためには，すべての個人が，相

互に人権の意義及びその尊重と共存の重要性について，

理性及び感性の両面から理解を深めるとともに，自分の

権利の行使に伴う責任を自覚し，自分の人権と同様に他

人の人権をも尊重することが求められる。 

したがって，人権尊重の理念は，人権擁護推進審議会

が人権教育・啓発に関する答申において指摘しているよ

うに，「自分の人権のみならず他人の人権についても正

しく理解し，その権利の行使に伴う責任を自覚して，人

権を相互に尊重し合うこと，すなわち，人権共存の考え

方」として理解すべきである。 

 

２ 人権教育・啓発の基本的在り方 

人権教育・啓発は，人権尊重社会の実現を目指して，

日本国憲法や教育基本法などの国内法，人権関係の国際

条約などに即して推進していくべきものである。 

その基本的な在り方としては，人権教育・啓発推進法

が規定する基本理念（第 3 条）を踏まえると，次のよう

な点を挙げることができる。 

 

(1) 実施主体間の連携と国民に対する多様な機会の

提供 

人権教育・啓発にかかわる活動は，様々な実施主

体によって行われているが，今日，人権問題がます

ます複雑・多様化する傾向にある中で，これをより

一層効果的かつ総合的に推進し，多様な学習機会を

提供していくためには，これら人権教育・啓発の各

実施主体がその担うべき役割を踏まえた上で，相互

に有機的な連携協力関係を強化することが重要で

ある。 

また，国民に対する人権教育・啓発は，国民の一

人一人の生涯の中で，家庭，学校，地域社会，職域

などあらゆる場と機会を通して実施されることに

より効果を上げるものと考えられ，その観点からも，

人権教育・啓発の各実施主体は相互に十分な連携を

とり，その総合的な推進に努めることが望まれる。 

 

(2) 発達段階等を踏まえた効果的な方法 

人権教育・啓発は，幼児から高齢者に至る幅広い

層を対象とするものであり，その活動を効果的に推

進していくためには，人権教育・啓発の対象者の発

達段階を踏まえ，地域の実情等に応じて，ねばり強

くこれを実施する必要がある。 

特に，人権の意義や重要性が知識として確実に身

に付き，人権問題を直感的にとらえる感性や日常生

活において人権への配慮がその態度や行動に現れ

るような人権感覚が十分に身に付くようにしてい

くことが極めて重要である。そのためには，人権教

育・啓発の対象者の発達段階に応じながら，その対

象者の家庭，学校，地域社会，職域などにおける日

常生活の経験などを具体的に取り上げるなど，創意

工夫を凝らしていく必要がある。その際，人格が形

成される早い時期から，人権尊重の精神の芽生えが

感性としてはぐくまれるように配慮すべきである。

また，子どもを対象とする人権教育・啓発活動の実

施に当たっては，子どもが発達途上であることに十

分留意することが望まれる。 

また，人権教育・啓発の手法については，「法の下

の平等」，「個人の尊重」といった人権一般の普遍的

な視点からのアプローチと，具体的な人権課題に即

した個別的な視点からのアプローチとがあり， こ

の両者があいまって人権尊重についての理解が深

まっていくものと考えられる。すなわち，法の下の

平等，個人の尊重といった普遍的な視点から人権尊

重の理念を国民に訴えかけることも重要であるが，

真に国民の理解や共感を得るためには，これと併せ

て，具体的な人権課題に即し，国民に親しみやすく

分かりやすいテーマや表現を用いるなど，様々な創

意工夫が求められる。他方，個別的な視点からのア
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プローチに当たっては，地域の実情等を踏まえると

ともに，人権課題に関して正しく理解し，物事を合

理的に判断する精神を身に付けるよう働きかける

必要がある。その際，様々な人権課題に関してこれ

まで取り組まれてきた活動の成果と手法への評価

を踏まえる必要がある。 

なお，人権教育・啓発の推進に当たって，外来語

を安易に使用することは，正しい理解の普及を妨げ

る場合もあるので，官公庁はこの点に留意して適切

に対応することが望ましい。 

 

(3) 国民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性

の確保 

人権教育・啓発は，国民の一人一人の心の在り方

に密接にかかわる問題でもあることから，その自主

性を尊重し，押し付けにならないように十分留意す

る必要がある。そもそも，人権は，基本的に人間は

自由であるということから出発するものであって，

人権教育・啓発にかかわる活動を行う場合にも，そ

れが国民に対する強制となっては本末転倒であり，

真の意味における国民の理解を得ることはできな

い。国民の間に人権問題や人権教育・啓発の在り方

について多種多様な意見があることを踏まえ，異な

る意見に対する寛容の精神に立って，自由な意見交

換ができる環境づくりに努めることが求められる。 

また，人権教育・啓発がその効果を十分に発揮す

るためには，その内容はもとより，実施の方法等に

おいても，国民から，幅広く理解と共感を得られる

ものであることが必要である。「人権」を理由に掲げ

て自らの不当な意見や行為を正当化したり，異論を

封じたりする「人権万能主義」とでも言うべき一部

の風潮，人権問題を口実とした不当な利益等の要求

行為，人権上問題のあるような行為をしたとされる

者に対する行き過ぎた追及行為などは，いずれも好

ましいものとは言えない。 

このような点を踏まえると，人権教育・啓発を担

当する行政は，特定の団体等から不当な影響を受け

ることなく，主体性や中立性を確保することが厳に

求められる。人権教育・啓発にかかわる活動の実施

に当たっては，政治運動や社会運動との関係を明確

に区別し，それらの運動そのものも教育・啓発であ

るということがないよう，十分に留意しなければな

らない。 

 

第４章 人権教育・啓発の推進方策 

人権教育・啓発に関しては，国連 1 0 年国内行動計画や

人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関する答申を踏ま

えて，関係各府省庁において様々な取組が実施されている

ところである。それらの取組は，国内外の諸情勢の動向等

も踏まえながら，今後とも，積極的かつ着実に推進される

べきものであることは言うまでもない。 

そこで，ここでは，第３章に記述した人権教育・啓発の

基本的な在り方を踏まえつつ，国連 1 0 年国内行動計画に

基づく取組の強化及び人権擁護推進審議会の答申で提言

された人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のための

諸方策の実施が重要であるとの認識に立って，人権一般の

普遍的な視点からの取組，各人権課題に対する取組及び人

権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研

修等の問題に関して推進すべき施策の方向性を提示する

とともに，人権教育・啓発の効果的な推進を図るための体

制等について述べることとする。 

 

１ 人権一般の普遍的な視点からの取組 

(1) 人権教育 

人権教育は，生涯学習の視点に立って，幼児期か

らの発達段階を踏まえ，地域の実情等に応じて，学

校教育と社会教育とが相互に連携を図りつつ，これ

を実施する必要がある。 

 

ア 学校教育 

学校教育においては，それぞれの学校種の教育

目的や目標の実現を目指した教育活動が展開さ

れる中で，幼児児童生徒，学生が，社会生活を営

む上で必要な知識・技能，態度などを確実に身に

付けることを通じて，人権尊重の精神の涵養が図

られるようにしていく必要がある。 
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初等中等教育については，新しい学習指導要領

等に基づき，自ら学び，自ら考える力や豊かな人

間性等の「生きる力」をはぐくんでいく。さらに，

高等教育については，こうした「生きる力」を基

盤として，知的，道徳的及び応用的能力を展開さ

せていく。 

こうした基本的な認識に立って，以下のような

施策を推進していく。第一に，学校における指導

方法の改善を図るため，効果的な教育実践や学習

教材などについて情報収集や調査研究を行い，そ

の成果を学校等に提供していく。また，心に響く

道徳教育を推進するため，地域の人材の配置，指

導資料の作成などの支援策を講じていく。 

第二に，社会教育との連携を図りつつ，社会性

や豊かな人間性をはぐくむため多様な体験活動

の機会の充実を図っていく。学校教育法の改正の

趣旨等を踏まえ，ボランティア活動など社会奉仕

体験活動，自然体験活動を始め，勤労生産活動，

職業体験活動，芸術文化体験活動，高齢者や障害

者等との交流などを積極的に推進するため，モデ

ルとなる地域や学校を設け，その先駆的な取組を

全国のすべての学校に普及・展開していく。 

第三に，子どもたちに人権尊重の精神を涵養し

ていくためにも，各学校が，人権に配慮した教育

指導や学校運営に努める。特に，校内暴力やいじ

めなどが憂慮すべき状況にある中，規範意識を培

い，こうした行為が許されないという指導を徹底

するなど子どもたちが安心して楽しく学ぶこと

のできる環境を確保する。 

第四に，高等教育については，大学等の主体的

判断により，法学教育など様々な分野において，

人権教育に関する取組に一層配慮がなされるよ

う促していく。 

第五に，養成・採用・研修を通じて学校教育の

担い手である教職員の資質向上を図り，人権尊重

の理念について十分な認識を持ち，子どもへの愛

情や教育への使命感，教科等の実践的な指導力を

持った人材を確保していく。その際，教職員自身

が様々な体験を通じて視野を広げるような機会

の充実を図っていく。また，教職員自身が学校の

場等において子どもの人権を侵害するような行

為を行うことは断じてあってはならず，そのよう

な行為が行われることのないよう厳しい指導・対

応を行っていく。さらに，個に応じたきめ細かな

指導が一層可能となるよう，教職員配置の改善を

進めていく。 

 

イ 社会教育 

社会教育においては，すべての人々の人権が真

に尊重される社会の実現を目指し，人権を現代的

課題の一つとして取り上げた生涯学習審議会の

答申や，家庭教育支援のための機能の充実や，多

様な体験活動の促進等について提言した様々な

審議会の答申等を踏まえ，生涯学習の振興のため

の各種施策を通じて，人権に関する学習の一層の

充実を図っていく必要がある。その際，人権に関

する学習においては，単に人権問題を知識として

学ぶだけではなく，日常生活において態度や行動

に現れるような人権感覚の涵養が求められる。 

第一に，幼児期から豊かな情操や思いやり，生

命を大切にする心，善悪の判断など人間形成の基

礎をはぐくむ上で重要な役割を果たし，すべての

教育の出発点である家庭教育の充実を図る。特に，

親自身が偏見を持たず差別をしないことなどを

日常生活を通じて自らの姿をもって子どもに示

していくことが重要であることから，親子共に人

権感覚が身に付くような家庭教育に関する親の

学習機会の充実や情報の提供を図るとともに，父

親の家庭教育参加の促進，子育てに不安や悩みを

抱える親等への相談体制の整備等を図る。 

第二に，公民館等の社会教育施設を中心として，

地域の実情に応じた人権に関する多様な学習機

会の充実を図っていく。そのため， 広く人々の人

権問題についての理解の促進を図るため，人権に

関する学習機会の提供や交流事業の実施，教材の

作成等の取組を促進する。また，学校教育との連
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携を図りつつ，青少年の社会性や思いやりの心な

ど豊かな人間性をはぐくむため，ボランティア活

動など社会奉仕体験活動・自然体験活動を始めと

する多様な体験活動や高齢者，障害者等との交流

の機会の充実を図る。さらに，初等中等教育を修

了した青年や成人のボランティア活動など社会

奉仕活動を充実するための環境の整備を図って

いく。 

第三に，学習意欲を高めるような参加体験型の

学習プログラムの開発を図るとともに，広く関係

機関にその成果を普及し，特に，日常生活の中で

人権上問題のあるような出来事に接した際に，直

感的にその出来事がおかしいと思う感性や，日常

生活の中で人権尊重を基本においた行動が無意

識のうちにその態度や行動に現れるような人権

感覚を育成する学習プログラムを，市町村におけ

る実践的な人権に関する学習活動の成果を踏ま

えながら開発し提供していくことが重要である。

そのために，身近な課題を取り上げたり，様々な

人とのふれあい体験を通して自然に人権感覚が

身に付くような活動を仕組んだり，学習意欲を高

める手法を創意工夫するなど指導方法に関する

研究開発を行い，その成果を全国に普及していく。 

第四に，地域社会において人権教育を先頭に立

って推進していく指導者の養成及び，その資質の

向上を図り，社会教育における指導体制の充実を

図っていく。そのために指導者研修会の内容，方

法について，体験的・実践的手法を取り入れるな

どの創意工夫を図る。 

 

(2) 人権啓発 

人権啓発は，その内容はもとより実施の方法にお

いても，国民から幅広く理解共感が得られるもので

あることが肝要であり，人権一般にかかわる取組に

関して検討する場合にも，その視点からの配慮が欠

かせない。 

 

ア 内容 

啓発の内容に関して言えば，国民の理解と共感

を得るという視点から，人権をめぐる今日の社会

情勢を踏まえた啓発が重要であり，そのような啓

発として，特に以下のものを挙げることができる。 

ⅰ 人権に関する基本的な知識の習得 

総理府（現内閣府）の世論調査（平成 9 年

実施）の結果によれば，基本的人権が侵すこと

のできない永久の権利として憲法で保障され

ていることについての周知度が低下傾向にあ

るが，この点にも象徴されるように，国民の人

権に関する基本的な知識の習得が十分でない

ことが窺われる。そこで，憲法を始めとした人

権にかかわる国内法令や国際条約の周知など，

人権に関する基本的な知識の習得を目的とし

た啓発を推進する必要がある。 

ⅱ 生命の尊さ 

近年，小学生などの弱者を被害者とする残

忍な事件が頻発し，社会的耳目を集めている

が，これらに限らず，いじめや児童虐待，スト

ーカー行為，電車等の交通機関内におけるト

ラブルや近隣関係をめぐるトラブルに起因す

る事件等々，日常生活のあらゆる場面におい

て， ささいなことから簡単に人が殺傷される

事件が後を絶たない。その背景として，人の生

命を尊重する意識が薄れてきていることが指

摘されており，改めて生命の尊さ・大切さや，

自己がかけがえのない存在であると同時に他

人もかけがえのない存在であること，他人と

の共生・共感の大切さを真に実感できるよう

な啓発を推進する必要がある。 

ⅲ 個性の尊重 

世間体や他人の思惑を過度に気にする一般

的な風潮や我が国社会における根強い横並び

意識の存在等が，安易な事なかれ主義に流れ

たり，人々の目を真の問題点から背けさせる

要因となっており，そのことにより，各種差別

の解消が妨げられている側面がある。そこで，

これらの風潮や意識の是正を図ることが重要
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であるが，そのためには，互いの人権を尊重し

合うということの意味が，各人の異なる個性

を前提とする価値基準であることを国民に訴

えかける啓発を推進する必要がある。 

 

イ 方法 

啓発の方法に関し，国民の理解と共感を得ると

いう視点から留意すべき主な点としては，以下の

ものを挙げることができる。 

ⅰ 対象者の発達段階に応じた啓発 

一般的に言えば，対象者の理解度に合わせ

て適切な人権啓発を行うことが肝要であり，

そのためには，対象者の発達段階に応じて，そ

の対象者の家庭，学校，地域社会，職域などに

おける日常生活の経験などを人権尊重の観点

から具体的に取り上げ，自分の課題として考

えてもらうなど，手法に創意工夫を凝らして

いく必要がある。また，対象者の発達段階に応

じた手法の選択ということも重要であり，例

えば，幼児児童に対する人権啓発としては，

「他人の痛みが分かる」，「他人の気持ちを理

解し，行動できる」など，他人を思いやる心を

はぐくみ，子どもの情操をより豊かにするこ

とを目的として，子どもが人権に関する作文

を書くことを通して自らの課題として理解を

深めたり，自ら人権に関する標語を考えたり

するなどの啓発手法が効果的である。そして，

ある程度理解力が備わった青少年期には，ボ

ランティア活動など社会奉仕体験活動等を通

じて，高齢者や障害のある人などと直接触れ

合い，そうした交流の中で人権感覚を培って

いくことが期待される。 

ⅱ 具体的な事例を活用した啓発 

人権啓発の効果を高めるためには，具体的

な事例を取り上げ，その問題を前提として自

由に議論することも，啓発を受ける人の心に

迫りやすいという点では効果がある。例えば，

人権上大きな社会問題となった事例に関して，

人権擁護に当たる機関が，タイミング良く，人

権尊重の視点から具体的な呼びかけを行うこ

となどは，広く国民が人権尊重についての正

しい知識・感性を錬磨する上で，大きな効果を

期待できる。特に，その具体的な事例が自分の

居住する地域と関連が深いものである場合に

は，地域住民が人権尊重の理念について，より

身近に感じ，その理解を深めることにつなが

るので，その意味でも，具体的な事例を挙げて，

地域に密着した啓発を行うことは効果的であ

る。 

なお，過去の具体的な事例を取り上げるに

当たっては，そこで得られた教訓を踏まえて，

将来，類似の問題が発生した場合にどう対応

すべきかとの観点から啓発を行うことも有意

義である。その場合，人権を侵害された被害者

は心に深い傷を負っているということにも十

分配慮し，被害者の立場に立った啓発を心掛

ける必要がある。 

ⅲ 参加型・体験型の啓発 

各種の人権啓発冊子等の作成・配布や講演

会・研修会の実施，人権啓発映画・啓発ビデオ

の放映等，啓発主体が国民に向けて行う啓発

は，人権に関する知識や情報を伝えるという

観点からは一定の効果があるが，国民の一人

一人が人権感覚や感性を体得するという観点

からすると，このような受身型の啓発には限

界がある。そこで，啓発を受ける国民が主体

的・能動的に参加できるような啓発手法（例え

ば，各種のワークショップや車椅子体験研修

等）にも着目し，これらの採用を積極的に検

討・推進すべきである。 

 

２ 各人権課題に対する取組 

人権教育・啓発に当たっては，普遍的な視点からの取

組のほか，各人権課題に対する取組を推進し，それらに

関する知識や理解を深め，さらには課題の解決に向けた

実践的な態度を培っていくことが望まれる。その際，地
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域の実情，対象者の発達段階等や実施主体の特性などを

踏まえつつ，適切な取組を進めていくことが必要である。 

 

(1) 女性 

日本国憲法は，法の下の平等について規定し，政

治的，経済的又は社会的関係における性差別を禁止

する（第 14 条）とともに，家族関係における男女平

等について明文の規定を置いている（第 24 条）。し

かし，現実には，従来の固定的な性別役割分担意識

が依然として根強く残っていることから，社会生活

の様々な場面において女性が不利益を受けること

が少なからずある。また，夫・パートナーからの暴

力，性犯罪，売買春，セクシュアル・ハラスメント，

ストーカー行為等，女性に対する暴力事案等が社会

的に問題となるなど，真に男女共同参画社会が実現

されているとは言い難い状況にある。 

女性の地位向上は，我が国のみならず世界各国に

共通した問題意識となっており，国際連合を中心と

した国際的な動向をみると，1975 年（昭和 5 0 年）

を「国際婦人年」と定め，これに続く 1976 年から

1985 年までの 10 年間を「国連婦人の 10 年」とし

て位置付け，この間に，女性の問題に関する認識を

深めるための活動が各国に奨励されている。また，

1979 年に女子差別撤廃条約が採択（1981 年発効，

我が国の批准 1985 年）され，1993 年には女性に対

する暴力の撤廃に関する宣言が採択されたほか，世

界各地で女性会議等の国際会議が開催されるなど，

女性の地位向上に向けた様々な取組が国際的な規

模で行われている。 

我が国においても，従来から，こうした国際的な

動向にも配慮しながら，男女共同参画社会の形成の

促進に向けた様々な取組が総理府（現内閣府）を中

心に展開されてきた。特に，平成 11 年 6 月には，

男女共同参画社会の形成の促進を総合的かつ計画

的に推進することを目的とする「男女共同参画社会

基本法」（平成 11 年法律第 78 号）が制定され，平

成 12 年 12 月には，同法に基づいた初めての計画で

ある「男女共同参画基本計画」が策定されている。

また，平成 13 年 1 月の中央省庁等改革に際し，内

閣府に男女共同参画会議及び男女共同参画局が設

置され，男女共同参画社会の形成の促進に関する推

進体制が充実・強化された。 

なお，女性に対する暴力の関係では，「ストーカー

行為等の規制等に関する法律」（平成 12 年法律第 81

号）や「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律」（平成 13 年法律第 31 号）の制定等，

立法的な措置がとられている。 

こうした動向等を踏まえ，以下の取組を積極的に

推進することとする。 

① 政策・方針決定過程への女性の参画を拡大し

ていくため，国が率先垂範して取組を進めると

ともに，地方公共団体，企業，各種機関・団体等

のあらゆる分野へ広く女性の参画促進を呼びか

け，その取組を支援する。（全府省庁） 

② 男女共同参画の視点に立って様々な社会制

度・慣行の見直しを行うとともに，これらを支

えてきた人々の意識の改革を図るため，国民的

広がりを持った広報・啓発活動を積極的に展開

する。また，女性の権利に関係の深い国内法令

や，女子差別撤廃条約，女性 2000 年会議の「成

果文書」等の国際文書の内容の周知に努める。

（全府省庁） 

③ 女性に対する偏見や差別意識を解消し，固定

的な性別役割分担意識を払拭することを目指し

て，人権尊重思想の普及高揚を図るための啓発

活動を充実・強化する。（法務省） 

④ 性別に基づく固定的な役割分担意識を是正

し，人権尊重を基盤とした男女平等観の形成を

促進するため，家庭，学校，地域など社会のあ

らゆる分野において男女平等を推進する教育・

学習の充実を図る。また，女性の生涯にわたる

学習機会の充実，社会参画の促進のための施策

を充実させる。（文部科学省） 

⑤ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確

保等のため，啓発等を行うとともに，働くこと

を中心に女性の社会参画を積極的に支援するた
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めの事業を「女性と仕事の未来館」において実

施する。（ 厚生労働省，文部科学省） 

⑥ 農山漁村の女性が，男性とともに積極的に参

画できる社会を実現するため，家庭及び地域社

会において農山漁村の女性の地位向上・方針決

定への参画促進のための啓発等を実施する。（農

林水産省） 

⑦ 国の行政機関の策定する広報・出版物等にお

いて性にとらわれない表現を促進するとともに，

メディアにおける女性の人権の尊重を確保する

ため，メディアの自主的取組を促しつつ， メデ

ィアの特性や技術革新に対応した実効ある対策

を進める。（内閣府ほか関係省庁） 

⑧ 夫・パートナーからの暴力，性犯罪，売買春，

セクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為

等女性に対するあらゆる暴力を根絶するための

基盤整備を行うとともに，暴力の形態に応じた

幅広い取組を総合的に推進する。（内閣府） 

⑨ 夫・パートナーからの暴力，性犯罪，売買春，

ストーカー行為等女性に対するあらゆる暴力の

根絶に向けて，厳正な取締りはもとより，被害

女性の人権を守る観点から，事情聴取等を被害

者の希望に応じた性別の警察官が行えるように

するなど，必要な体制を整備するとともに，事

情聴取，相談等に携わる職員の教育訓練を充実

する。（警察庁） 

⑩ 夫・パートナーからの暴力，性犯罪，売買春，

セクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為

等に関する事案が発生した場合には，人権侵犯

事件としての調査・処理や人権相談の対応など

当該事案に応じた適切な解決を図るとともに，

関係者に対し女性の人権の重要性について正し

い認識と理解を深めるための啓発活動を実施す

る。（法務省） 

⑪ 女性の人権問題の解決を図るため，法務局・

地方法務局の常設人権相談所において人権相談

に積極的に取り組むとともに，平成 1 2 年に全

国に設置した電話相談「女性の人権ホットライ

ン」を始めとする人権相談体制を充実させる。

なお，女性からの人権相談に対しては女性の人

権擁護委員や職員が対応するなど相談しやすい

体制づくりに努めるほか，必要に応じて関係機

関と密接な連携協力を図るものとする。（法務省） 

⑫ 我が国が主導的な役割を果たした結果国連

婦人開発基金（ＵＮＩＦＥＭ）内に設置された

「女性に対する暴力撤廃のための信託基金」等，

女性の人権擁護にかかわる国際的取組に対して

協力する。（外務省） 

 

(2) 子ども 

子どもの人権の尊重とその心身にわたる福祉の

保障及び増進などに関しては，既に日本国憲法を始

め，児童福祉法や児童憲章，教育基本法などにおい

てその基本原理ないし理念が示され，また，国際的

にも児童の権利に関する条約等において権利保障

の基準が明らかにされ，「児童の最善の利益」の考慮

など各種の権利が宣言されている。 

しかし，子どもたちを取り巻く環境は，我が国に

おいても懸念すべき状況にある。例えば，少年非行

は，現在，戦後第４の多発期にあり，質的にも凶悪

化や粗暴化の傾向が指摘されている。一方で，実親

等による子に対する虐待が深刻な様相を呈してい

るほか，犯罪による被害を受ける少年の数が増加し

ている。児童買春・児童ポルノ，薬物乱用など子ど

もの健康や福祉を害する犯罪も多発している。さら

に，学校をめぐっては，校内暴力やいじめ，不登校

等の問題が依然として憂慮すべき状況にある。 

このような状況を踏まえ，「児童買春，児童ポルノ

に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法

律」（平成 11 年法律第 52 号），「児童虐待の防止等

に関する法律」（平成 12 年法律第 82 号）の制定な

ど個別立法による対応も進められている。さらに，

家庭や地域社会における子育てや学校における教

育の在り方を見直していくと同時に，大人社会にお

ける利己的な風潮や，金銭を始めとする物質的な価

値を優先する考え方などを問い直していくことが
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必要である。大人たちが，未来を担う子どもたち一

人一人の人格を尊重し，健全に育てていくことの大

切さを改めて認識し，自らの責任を果たしていくこ

とが求められている。 

こうした認識に立って，子どもの人権に関係の深

い様々な国内の法令や国際条約の趣旨に沿って，政

府のみならず，地方公共団体，地域社会，学校，家

庭，民間企業・団体や情報メディア等，社会全体が

一体となって相互に連携を図りながら，子どもの人

権の尊重及び保護に向け，以下の取組を積極的に推

進することとする。 

① 子どもを単に保護・指導の対象としてのみと

らえるのではなく，基本的人権の享有主体とし

て最大限に尊重されるような社会の実現を目指

して，人権尊重思想の普及高揚を図るための啓

発活動を充実・強化する。（法務省） 

② 学校教育及び社会教育を通じて，憲法及び教

育基本法の精神に則り，人権尊重の意識を高め

る教育の一層の推進に努める。学校教育につい

ては，人権教育の充実に向けた指導方法の研究

を推進するとともに，幼児児童生徒の人権に十

分に配慮し，一人一人を大切にした教育指導や

学校運営が行われるように努める。その際，自

他の権利を大切にすることとともに，社会の中

で果たすべき義務や自己責任についての指導に

努めていく。社会教育においては，子どもの人

権の重要性について正しい認識と理解を深める

ため，公民館等における各種学級・講座等によ

る学習機会の充実に努める。（文部科学省） 

③ 学校教育法及び社会教育法の改正（平成 1 3 

年 7 月）の趣旨等を踏まえ，子どもの社会性や

豊かな人間性をはぐくむ観点から，全小・中・

高等学校等において，ボランティア活動など社

会奉仕体験活動，自然体験活動等の体験活動を

積極的に推進する。（文部科学省） 

④ 校内暴力やいじめ，不登校などの問題の解決

に向け，スクールカウンセラーの配置など教育

相談体制の充実を始めとする取組を推進する。

また，問題行動を起こす児童生徒については，

暴力やいじめは許されないという指導を徹底し，

必要に応じて出席停止制度の適切な運用を図る

とともに，学校・教育委員会・関係機関からな

るサポートチームを組織して個々の児童生徒の

援助に当たるなど，地域ぐるみの支援体制を整

備していく。（文部科学省） 

⑤ 親に対する家庭教育についての学習機会や

情報の提供，子育てに関する相談体制の整備な

ど家庭教育を支援する取組の充実に努める。（文

部科学省） 

⑥ 児童虐待など，児童の健全育成上重大な問題

について，児童相談所，学校，警察等の関係機

関が連携を強化し，総合的な取組を推進すると

ともに，啓発活動を推進する。（厚生労働省，文

部科学省，警察庁） 

⑦ 児童買春・児童ポルノ，児童売買といった児

童の商業的性的搾取の問題が国際社会の共通の

課題となっていることから，児童の権利に関す

る条約の広報等を通じ，積極的にこの問題に対

する理解の促進に取り組む。（外務省） 

⑧ 犯罪等の被害に遭った少年に対し，カウンセ

リング等による支援を行うとともに，少年の福

祉を害する犯罪の取締りを推進し，被害少年の

救出・保護を図る。（警察庁） 

⑨ 保育所保育指針における「人権を大切にする

心を育てる」ため，この指針を参考として児童

の心身の発達，家庭や地域の実情に応じた適切

な保育を実施する。また，保育士や子どもにか

かわる指導員等に対する人権教育・啓発の推進

を図る。（厚生労働省） 

⑩ 児童虐待や体罰等の事案が発生した場合に

は，人権侵犯事件としての調査・処理や人権相

談の対応など当該事案に応じた適切な解決を図

るとともに，関係者に対し子どもの人権の重要

性について正しい認識と理解を深めるための啓

発活動を実施する。（法務省） 

⑪ 教職員について，養成・採用・研修を通じ，



18 
 

人権尊重意識を高めるなど資質向上を図るとと

もに，個に応じたきめ細かな指導が一層可能と

なるよう，教職員配置の改善を進めていく。教

職員による子どもの人権を侵害する行為が行わ

れることのないよう厳しい指導・対応を行う。

（文部科学省） 

⑫ 子どもの人権問題の解決を図るため， 「子ど

もの人権専門委員」制度を充実・強化するほか，

法務局・地方法務局の常設人権相談所において

人権相談に積極的に取り組むとともに，「子ども

の人権１１０番」による電話相談を始めとする

人権相談体制を充実させる。なお，相談に当た

っては，関係機関と密接な連携協力を図るもの

とする。（法務省） 

 

(3) 高齢者 

人口の高齢化は，世界的な規模で急速に進んでい

る。我が国においては，2015 年には４人に１人が６

５歳以上という本格的な高齢社会が到来すると予

測されているが，これは世界に類を見ない急速な高

齢化の体験であることから，我が国の社会・経済の

構造や国民の意識はこれに追いついておらず，早急

な対応が喫緊の課題となっている。 

高齢化対策に関する国際的な動きをみると，1982

年にウィーンで開催された国連主催による初めて

の世界会議において「高齢化に関する国際行動計画」

が，また，1991 年の第 46 回国連総会において「高

齢者のための国連原則」がそれぞれ採択され，翌年

1992 年の第 4 7 回国連総会においては，これらの

国際行動計画や国連原則をより一層広めることを

促すとともに，各国において高齢化社会の到来に備

えた各種の取組が行われることを期待して，1999 年

（平成 11 年）を「国際高齢者年」とする決議が採択

された。 

我が国においては，昭和 61 年 6 月に閣議決定さ

れた「長寿社会対策大綱」に基づき，長寿社会に向

けた総合的な対策の推進を図ってきたが，平成 7 年

12 月に高齢社会対策基本法が施行されたことから，

以後，同法に基づく高齢社会対策大綱（平成 8 年 7

月閣議決定）を基本として，国際的な動向も踏まえ

ながら，各種の対策が講じられてきた。平成 13 年

12 月には，引き続きより一層の対策を推進するため，

新しい高齢社会対策大綱が閣議決定されたところ

である。 

高齢者の人権にかかわる問題としては，高齢者に

対する身体的・精神的な虐待やその有する財産権の

侵害のほか，社会参加の困難性などが指摘されてい

るが， こうした動向等を踏まえ，高齢者が安心して

自立した生活を送れるよう支援するとともに，高齢

者が社会を構成する重要な一員として各種の活動

に積極的に参加できるよう，以下の取組を積極的に

推進することとする。 

① 高齢者の人権についての国民の認識と理解

を深めるとともに，高齢者も社会の重要な一員

として生き生きと暮らせる社会の実現を目指し

て，人権尊重思想の普及高揚を図るための啓発

活動を充実・強化する。（法務省） 

② 「敬老の日」「老人の日」「老人週間」の行事

を通じ，広く国民が高齢者の福祉について関心

と理解を深める。（厚生労働省） 

③ 学校教育においては，高齢化の進展を踏まえ，

各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の時間

といった学校教育活動全体を通じて，高齢者に

対する尊敬や感謝の心を育てるとともに，高齢

社会に関する基礎的理解や介護・福祉の問題な

どの課題に関する理解を深めさせる教育を推進

する。（文部科学省） 

④ 高齢者の学習機会の体系的整備並びに高齢

者の持つ優れた知識・経験等を生かして社会参

加してもらうための条件整備を促進する。（厚生

労働省，文部科学省） 

⑤ 高齢者と他の世代との相互理解や連帯感を

深めるため，世代間交流の機会を充実させる。

（内閣府，厚生労働省，文部科学省） 

⑥ 高齢者が社会で活躍できるよう，ボランティ

ア活動など高齢者の社会参加を促進する。（内閣
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府，厚生労働省，文部科学省） 

⑦ 高齢者が長年にわたり培ってきた知識，経験

等を活用して働き続けることができる社会を実

現するため，定年の引き上げ等による６ ５歳ま

での安定した雇用の確保，再就職の援助，多様

な就業機会の確保のための啓発活動に取り組む。

（厚生労働省） 

⑧ 高齢化が急速に進行している農山漁村にお

いて，高齢者が農業生産活動，地域社会活動等

において生涯現役を目指し，安心して住み続け

られるよう支援する。（農林水産省） 

⑨ 高齢者に関しては，介護者等による肉体的虐

待，心理的虐待，経済的虐待（財産侵害）等の問

題があるが，そのような事案が発生した場合に

は，人権侵犯事件としての調査・処理や人権相

談の対応など当該事案に応じた適切な解決を図

るとともに，関係者に対し高齢者の人権の重要

性について正しい認識と理解を深めるための啓

発活動を実施する。（法務省） 

⑩ 高齢者の人権問題の解決を図るため，法務

局・地方法務局の常設人権相談所において人権

相談に積極的に取り組むとともに，高齢者が利

用しやすい人権相談体制を充実させる。なお，

相談に当たっては，関係機関と密接な連携協力

を図るものとする。（法務省） 

 

(4) 障害者 

障害者基本法第３条第２項は， 「すべて障害者は，

社会を構成する一員として社会，経済，文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる

ものとする」と規定しているが，現実には，障害の

ある人々は様々な物理的又は社会的障壁のために

不利益を被ることが多く，その自立と社会参加が阻

まれている状況にある。また，障害者への偏見や差

別意識が生じる背景には，障害の発生原因や症状に

ついての理解不足がかかわっている場合もある。 

障害者問題に関する国際的な動向をみると，国際

連合では，1971 年に「知的障害者の権利宣言」，1975

年に「障害者の権利宣言」がそれぞれ採択され，障

害者の基本的人権と障害者問題について，ノーマラ

イゼーションの理念に基づく指針が示されたのを

始めとして，1976 年の第 31 回総会においては，

1981 年（昭和 56 年）を「国際障害者年」とする決

議が採択されるとともに，その際併せて採択された

「国際障害者年行動計画」が 1979 年に承認されて

いる。また，1983 年から 1992 年までの 10 年間を

「国連・障害者の十年」とする宣言が採択され，各

国に対し障害者福祉の増進が奨励されたが，「国連・

障害者の十年」の終了後は，国連アジア太平洋経済

社会委員会（ＥＳＣＡＰ）において，1993 から 2002

年までの 10 年間を「アジア太平洋障害者の十年」

とする決議が採択され，更に継続して障害者問題に

取り組むこととされている。 

我が国においても，このような国際的な動向と合

わせ，各種の取組を展開している。まず，昭和 57 年

3 月に「障害者対策に関する長期計画」が策定され

るとともに，同年 4 月には内閣総理大臣を本部長と

する障害者対策推進本部（平成 8 年 1 月，障害者施

策推進本部に改称）が設置され，障害者の雇用促進

や社会的な施設，設備等の充実が図られることとな

ったが，平成 5 年 3 月には同長期計画を改めた「障

害者対策に関する新長期計画」が策定され，また，

平成 7 年 12 月には新長期計画の最終年次に合わせ

て，平成 8 年度から平成 14 年度までの 7 カ年を計

画期間とする「障害者プラン」を策定することで，

長期的視点に立った障害者施策のより一層の推進

が図られている。 

こうした動向等を踏まえ，以下の取組を積極的に

推進することとする。 

① 障害者の自立と社会参加をより一層推進し，

障害者の「完全参加と平等」の目標に向けて「ノ

ーマライゼーション」の理念を実現するための

啓発・広報活動を推進する（障害者の日及び週

間を中心とする啓発・広報活動等）。（内閣府） 

② 障害者に対する偏見や差別意識を解消し，ノ

ーマライゼーションの理念を定着させることに
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より，障害者の自立と完全参加を可能とする社

会の実現を目指して，人権尊重思想の普及高揚

を図るための啓発活動を充実・強化する。（法務

省） 

③ 障害者の自立と社会参加を目指し，盲・聾・

養護学校や特殊学級等における教育の充実を図

るとともに，障害のある子どもに対する理解と

認識を促進するため，小・中学校等や地域にお

ける交流教育の実施，小・中学校の教職員等の

ための指導資料の作成・配布，並びに学校教育

関係者及び保護者等に対する啓発事業を推進す

る。さらに，各教科，道徳，特別活動，総合的な

学習の時間といった学校教育活動全体を通じて，

障害者に対する理解，社会的支援や介助・福祉

の問題などの課題に関する理解を深めさせる教

育を推進する。（文部科学省） 

④ 障害者の職業的自立意欲の喚起及び障害者

の雇用問題に関する国民の理解を促進するため，

障害者雇用促進月間を設定し，全国障害者雇用

促進大会を開催するなど障害者雇用促進運動を

展開する。また，障害者の職業能力の向上を図

るとともに，社会の理解と認識を高めるため，

身体障害者技能競技大会を開催する。（厚生労働

省） 

⑤ 精神障害者に対する差別，偏見の是正のため，

ノーマライゼーションの理念の普及・啓発活動

を推進し，精神障害者の人権擁護のため，精神

保健指定医，精神保健福祉相談員等に対する研

修を実施する。（厚生労働省） 

⑥ 障害者に関しては，雇用差別，財産侵害，施

設における劣悪な処遇や虐待等の問題があるが，

そのような事案が発生した場合には，人権侵犯

事件としての調査・処理や人権相談の対応など

当該事案に応じた適切な解決を図るとともに， 

関係者に対し障害者の人権の重要性について正

しい認識と理解を深めるための啓発活動を実施

する。（法務省） 

⑦ 障害者の人権問題の解決を図るため，法務

局・地方法務局の常設人権相談所において人権

相談に積極的に取り組むとともに，障害者が利

用しやすい人権相談体制を充実させる。なお，

相談に当たっては，関係機関と密接な連携協力

を図るものとする。（法務省） 

⑧ 国連総会で採択された「障害者に関する世界

行動計画」の目的実現のためのプロジェクトを

積極的に支援するため，「国連障害者基金」に対

して協力する。（外務省） 

 

(5) 同和問題 

同和問題は，我が国固有の重大な人権問題であり，

その早期解消を図ることは国民的課題でもある。そ

のため，政府は，これまで各種の取組を展開してき

ており，特に戦後は，３本の特別立法に基づいて

様々な施策を講じてきた。その結果，同和地区の劣

悪な生活環境の改善を始めとする物的な基盤整備

は着実に成果を上げ，ハード面における一般地区と

の格差は大きく改善されてきており，物的な環境の

劣悪さが差別を再生産するというような状況も改

善の方向に進み，差別意識の解消に向けた教育及び

啓発も様々な創意工夫の下に推進されてきた。 

これらの施策等によって，同和問題に関する国民

の差別意識は， 「着実に解消に向けて進んでいる」

が，「地域により程度の差はあるものの依然として

根深く存在している」（平成 11 年 7 月 29 日人権擁

護推進審議会答申）ことから，現在でも結婚問題を

中心とする差別事象が見られるほか，教育，就職，

産業等の面での問題等がある。また，同和問題に対

する国民の理解を妨げる「えせ同和行為」も依然と

して横行しているなど，深刻な状況にある。 

地域改善対策特定事業については，平成 14 年 3

月の地対財特法の失効に伴いすべて終了し，今後の

施策ニーズには，他の地域と同様に，地域の状況や

事業の必要性に応じ所要の施策が講じられる。した

がって，今後はその中で対応が図られることとなる

が，同和問題の解消を図るための人権教育・啓発に

ついては，平成 8 年 5 月の地域改善対策協議会の意
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見具申の趣旨に留意し，これまでの同和問題に関す

る教育・啓発活動の中で積み上げられてきた成果等

を踏まえ，同和問題を重要な人権問題の一つとして

とらえ，以下の取組を積極的に推進することとする。 

① 同和問題に関する差別意識については，「同

和問題の早期解決に向けた今後の方策について

（平成 8 年 7 月 26 日閣議決定）」に基づき，人

権教育・啓発の事業を推進することにより，そ

の解消を図っていく。（文部科学省，法務省） 

② 学校，家庭及び地域社会が一体となって進学

意欲と学力の向上を促進し，学校教育及び社会

教育を通じて同和問題の解決に向けた取組を推

進していく。（文部科学省） 

③ 同和問題に関する偏見や差別意識を解消し，

同和問題の早期解決を目指して，人権尊重思想

の普及高揚を図るための啓発活動を充実・強化

する。（法務省） 

④ 雇用主に対して就職の機会均等を確保する

ための公正な採用選考システムの確立が図られ

るよう指導・啓発を行う。（厚生労働省） 

⑤ 小規模事業者の産業にかかわりの深い業種

等に対して，人権尊重の理念を広く普及させ，

その理解を深めるための啓発事業を実施する。

（経済産業省） 

⑥ 都道府県及び全国農林漁業団体が，農林漁業

を振興する上で阻害要因となっている同和問題

を始めとした広範な人権問題に関する研修会等

の教育・啓発活動を，農漁協等関係農林漁業団

体の職員を対象に行う。（農林水産省） 

⑦ 社会福祉施設である隣保館においては，地域

改善対策協議会意見具申（平成 8 年 5 月 17 日）

に基づき，周辺地域を含めた地域社会全体の中

で，福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点と

なる開かれたコミュニティーセンターとして総

合的な活動を行い，更なる啓発活動を推進する。 

また，地域における人権教育を推進するための中

核的役割を期待されている社会教育施設である

公民館等とも，積極的な連携を図る。（厚生労働

省，文部科学省） 

⑧ 同和問題解決の阻害要因となっている「えせ

同和行為」の排除に向け，啓発等の取組を推進

する。（法務省ほか関係省庁） 

⑨ 同和問題に関しては，結婚や就職等における

差別，差別落書き，インターネットを利用した

差別情報の掲載等の問題があるが，そのような

事案が発生した場合には，人権侵犯事件として

の調査・処理や人権相談の対応など当該事案に

応じた適切な解決を図るとともに，関係者に対

し同和問題に対する正しい認識と理解を深める

ための啓発活動を実施する。（法務省） 

⑩ 同和問題に係る人権問題の解決を図るため，

法務局・地方法務局の常設人権相談所において

人権相談に積極的に取り組むとともに，同和問

題に関し人権侵害を受けたとする者が利用しや

すい人権相談体制を充実させる。なお，相談に

当たっては，関係機関と密接な連携協力を図る

ものとする。（法務省） 

 

(6) アイヌの人々 

アイヌの人々は，少なくとも中世末期以降の歴史

の中では，当時の「和人」との関係において北海道

に先住していた民族であり，現在においてもアイヌ

語等を始めとする独自の文化や伝統を有している。

しかし，アイヌの人々の民族としての誇りの源泉で

あるその文化や伝統は，江戸時代の松前藩による支

配や，維新後の「北海道開拓」の過程における同化

政策などにより，今日では十分な保存，伝承が図ら

れているとは言い難い状況にある。また，アイヌの

人々の経済状況や生活環境，教育水準等は，これま

での北海道ウタリ福祉対策の実施等により着実に

向上してきてはいるものの，アイヌの人々が居住す

る地域において，他の人々となお格差があることが

認められるほか，結婚や就職等における偏見や差別

の問題がある。 

このような状況の下，平成 7 年 3 月，内閣官房

長官の私的諮問機関として「ウタリ対策のあり方に
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関する有識者懇談会」が設置され，法制度の在り方

を含め今後のウタリ対策の在り方について検討が

進められることとなり，同懇談会から提出された報

告書の趣旨を踏まえて，平成 9 年 5 月，「アイヌ文

化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普

及及び啓発に関する法律」（平成 9 年法律第 52 号）

が制定された。現在，同法に基づき，アイヌに関す

る総合的かつ実践的な研究，アイヌ語を含むアイヌ

文化の振興及びアイヌの伝統等に関する知識の普

及啓発を図るための施策が推進されている。 

こうした動向等を踏まえ，国民一般がアイヌの

人々の民族としての歴史，文化，伝統及び現状に関

する認識と理解を深め，アイヌの人々の人権を尊重

するとの観点から，以下の取組を積極的に推進する

こととする。 

① アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び

アイヌ文化に関する国民に対する知識の普及及

び啓発を図るための施策を推進する。（文部科学

省，国土交通省） 

② アイヌの人々に対する偏見や差別意識を解

消し，その固有の文化や伝統に対する正しい認

識と理解を深め，アイヌの人々の尊厳を尊重す

る社会の実現を目指して，人権尊重思想の普及

高揚を図るための啓発活動を充実・強化する。

（法務省） 

③ 学校教育では，アイヌの人々について，社会

科等において取り上げられており，今後とも引

き続き基本的人権の尊重の観点に立った教育を

推進するため，教職員の研修を推進する。（文部

科学省） 

④ 各高等教育機関等におけるアイヌ語やアイ

ヌ文化に関する教育研究の推進に配慮する。（文

部科学省） 

⑤ 生活館において，アイヌの人々の生活の改善

向上・啓発等の活動を推進する。（厚生労働省） 

⑥ アイヌの人々に関しては，結婚や就職等にお

ける差別等の問題があるが，そのような事案が

発生した場合には，人権侵犯事件としての調査・

処理や人権相談の対応など当該事案に応じた適

切な解決を図るとともに，関係者に対しアイヌ

の人々の人権の重要性及びアイヌの文化・伝統

に対する正しい認識と理解を深めるための啓発

活動を実施する。（法務省） 

⑦ アイヌの人々の人権問題の解決を図るため，

法務局・地方法務局の常設人権相談所において

人権相談に積極的に取り組むとともに，アイヌ

の人々が利用しやすい人権相談体制を充実させ

る。なお，相談に当たっては，関係機関と密接

な連携協力を図るものとする。（法務省） 

 

(7) 外国人 

近年の国際化時代を反映して，我が国に在留する

外国人は年々急増している。日本国憲法は，権利の

性質上，日本国民のみを対象としていると解される

ものを除き，我が国に在留する外国人についても，

等しく基本的人権の享有を保障しているところで

あり，政府は，外国人の平等の権利と機会の保障，

他国の文化・価値観の尊重，外国人との共生に向け

た相互理解の増進等に取り組んでいる。 

しかし，現実には，我が国の歴史的経緯に由来す

る在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題のほか，外国人

に対する就労差別や入居・入店拒否など様々な人権

問題が発生している。その背景には，我が国の島国

という地理的条件や江戸幕府による長年にわたる

鎖国の歴史等に加え，他国の言語，宗教，習慣等へ

の理解不足からくる外国人に対する偏見や差別意

識の存在などが挙げられる。これらの偏見や差別意

識は，国際化の著しい進展や人権尊重の精神の国民

への定着，様々な人権教育・啓発の実施主体の努力

により，外国人に対する理解が進み，着実に改善の

方向に向かっていると考えられるが，未だに一部に

問題が存在している。 

以上のような認識に立ち，外国人に対する偏見や

差別意識を解消し，外国人の持つ文化や多様性を受

け入れ，国際的視野に立って一人一人の人権が尊重

されるために，以下の取組を積極的に推進すること
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とする。 

① 外国人に対する偏見や差別意識を解消し，外

国人の持つ文化，宗教，生活習慣等における多

様性に対して寛容な態度を持ち，これを尊重す

るなど，国際化時代にふさわしい人権意識を育

てることを目指して，人権尊重思想の普及高揚

を図るための啓発活動を充実・強化する。（法務

省） 

② 学校においては，国際化の著しい進展を踏ま

え，各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の時

間といった学校教育活動全体を通じて，広い視

野を持ち，異文化を尊重する態度や異なる習慣・

文化を持った人々と共に生きていく態度を育成

するための教育の充実を図る。また，外国人児

童生徒に対して，日本語の指導を始め，適切な

支援を行っていく。（文部科学省） 

③ 外国人に関しては，就労における差別や入

居・入店拒否，在日韓国・朝鮮人児童・生徒への

暴力や嫌がらせ等の問題があるが，そのような

事案が発生した場合には，人権侵犯事件として

の調査・処理や人権相談の対応など当該事案に

応じた適切な解決を図るとともに，関係者に対

し外国人の人権の重要性について正しい認識と

理解を深めるための啓発活動を実施する。（法務

省） 

④ 外国人の人権問題の解決を図るため，法務

局・地方法務局の常設人権相談所において人権

相談に積極的に取り組むとともに，通訳を配置

した外国人のための人権相談所を開設するなど，

人権相談体制を充実させる。なお，相談に当た

っては，関係機関と密接な連携協力を図るもの

とする。（法務省） 

 

(8) ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等 

医学的に見て不正確な知識や思いこみによる過

度の危機意識の結果，感染症患者に対する偏見や差

別意識が生まれ，患者，元患者や家族に対する様々

な人権問題が生じている。感染症については，まず，

治療及び予防といった医学的な対応が不可欠であ

ることは言うまでもないが，それとともに，患者，

元患者や家族に対する偏見や差別意識の解消など，

人権に関する配慮も欠かせないところである。 

 

ア ＨＩＶ感染者等 

ＨＩＶ感染症は，進行性の免疫機能障害を特徴

とする疾患であり，ＨＩＶによって引き起こされ

る免疫不全症候群のことを特にエイズ（ＡＩＤＳ）

と呼んでいる。エイズは，1981 年（昭和 56 年）

にアメリカ合衆国で最初の症例が報告されて以

来，その広がりは世界的に深刻な状況にあるが，

我が国においても昭和 60 年 3 月に最初の患者が

発見され，国民の身近な問題として急速にクロー

ズアップされてきた。 

エイズ患者やＨＩＶ感染者に対しては，正しい

知識や理解の不足から，これまで多くの偏見や差

別意識を生んできたが，そのことが原因となって，

医療現場における診療拒否や無断検診のほか，就

職拒否や職場解雇，アパートへの入居拒否・立ち

退き要求，公衆浴場への入場拒否など，社会生活

の様々な場面で人権問題となって現れている。し

かし，ＨＩＶ感染症は，その感染経路が特定して

いる上，感染力もそれほど強いものでないことか

ら，正しい知識に基づいて通常の日常生活を送る

限り，いたずらに感染を恐れる必要はなく，また，

近時の医学的知識の蓄積と新しい治療薬の開発

等によってエイズの発症を遅らせたり，症状を緩

和させたりすることが可能になってきている。 

政府としては，基本的人権尊重の観点から，す

べての人の生命の尊さや生存することの大切さ

を広く国民に伝えるとともに，エイズ患者やＨＩ

Ｖ感染者との共存・共生に関する理解を深める観

点から，以下の取組を積極的に推進することとす

る。 

① ＨＩＶ感染症等に関する啓発資料の作成・

配布，各種の広報活動，世界エイズデーの開催

等を通じて，ＨＩＶ感染症等についての正し
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い知識の普及を図ることにより，エイズ患者

やＨＩ Ｖ感染者に対する偏見や差別意識を

解消し，ＨＩＶ感染症及びその感染者等への

理解を深めるための啓発活動を推進する。（法

務省，厚生労働省） 

② 学校教育においては，エイズ教育の推進を

通じて，発達段階に応じて正しい知識を身に

付けることにより，エイズ患者やＨＩＶ感染

者に対する偏見や差別をなくすとともに，そ

のための教材作成や教職員の研修を推進する。

（文部科学省） 

③ 職場におけるエイズ患者やＨＩＶ感染者に

対する誤解等から生じる差別の除去等のため

のエイズに関する正しい知識を普及する。（厚

生労働省） 

④ エイズ患者やＨＩＶ感染者に関しては，日

常生活，職場，医療現場等における差別，プラ

イバシー侵害等の問題があるが，そのような

事案が発生した場合には，人権侵犯事件とし

ての調査・処理や人権相談の対応など当該事

案に応じた適切な解決を図るとともに，関係

者に対しエイズ患者やＨＩＶ感染者の人権の

重要性について正しい認識と理解を深めるた

めの啓発活動を実施する。（法務省） 

⑤ エイズ患者やＨＩＶ感染者の人権問題の解

決を図るため，法務局・地方法務局の常設人権

相談所において人権相談に積極的に取り組む

とともに，相談内容に関する秘密維持を一層

厳格にするなどエイズ患者やＨＩＶ感染者が

利用しやすい人権相談体制を充実させる。な

お，相談に当たっては，関係機関と密接な連携

協力を図るものとする。（法務省） 

 

イ ハンセン病患者・元患者等 

ハンセン病は，らい菌による感染症であるが，

らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極

めて低く，発病した場合であっても，現在では治

療方法が確立している。また，遺伝病でないこと

も判明している。 

したがって，ハンセン病患者を隔離する必要は

全くないものであるが，従来，我が国においては，

発病した患者の外見上の特徴から特殊な病気と

して扱われ，古くから施設入所を強制する隔離政

策が採られてきた。この隔離政策は，昭和 28 年

に改正された「らい予防法」においても引き続き

維持され，さらに，昭和 30 年代に至ってハンセ

ン病に対するそれまでの認識の誤りが明白とな

った後も，依然として改められることはなかった。

平成 8 年に「らい予防法の廃止に関する法律」が

施行され，ようやく強制隔離政策は終結すること

となるが，療養所入所者の多くは，これまでの長

期間にわたる隔離などにより，家族や親族などと

の関係を絶たれ，また，入所者自身の高齢化等に

より，病気が完治した後も療養所に残らざるを得

ないなど，社会復帰が困難な状況にある。 

このような状況の下，平成 13 年 5 月 11 日，ハ

ンセン病患者に対する国の損害賠償責任を認め

る下級審判決が下されたが，これが大きな契機と

なって，ハンセン病問題の重大性が改めて国民に

明らかにされ，国によるハンセン病患者及び元患

者に対する損失補償や，名誉回復及び福祉増進等

の措置が図られつつある。 

政府としては，ハンセン病患者・元患者等に対

する偏見や差別意識の解消に向けて，より一層の

強化を図っていく必要があり，以下の取組を積極

的に推進することとする。 

① ハンセン病に関する啓発資料の作成・配布，

各種の広報活動，ハンセン病資料館の運営等

を通じて，ハンセン病についての正しい知識

の普及を図ることにより，ハンセン病に対す

る偏見や差別意識を解消し，ハンセン病及び

その感染者への理解を深めるための啓発活動

を推進する。学校教育及び社会教育において

も，啓発資料の適切な活用を図る。（法務省，

厚生労働省，文部科学省） 

② ハンセン病患者・元患者等に関しては，入
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居拒否，日常生活における差別や嫌がらせ，社

会復帰の妨げとなる行為等の問題があるが，

そのような事案が発生した場合には，人権侵

犯事件としての調査・処理や人権相談の対応

など当該事案に応じた適切な解決を図るとと

もに，関係者に対しハンセン病に関する正し

い知識とハンセン病患者・元患者等の人権の

重要性について理解を深めるための啓発活動

を実施する。（法務省） 

③ ハンセン病患者・元患者等の人権問題の解

決を図るため，法務局・地方法務局の常設人権

相談所において人権相談に積極的に取り組む。

特に，ハンセン病療養所の入所者等に対する

人権相談を積極的に行い，入所者の気持ちを

理解し，少しでも心の傷が癒されるように努

める。なお，相談に当たっては，関係機関と密

接な連携協力を図るものとする。（法務省） 

 

(9) 刑を終えて出所した人 

刑を終えて出所した人に対しては，本人に真しな

更生の意欲がある場合であっても，国民の意識の中

に根強い偏見や差別意識があり，就職に際しての差

別や住居等の確保の困難など，社会復帰を目指す人

たちにとって現実は極めて厳しい状況にある。 

刑を終えて出所した人が真に更生し，社会の一員

として円滑な生活を営むことができるようにする

ためには， 本人の強い更生意欲とともに，家族，職

場，地域社会など周囲の人々の理解と協力が欠かせ

ないことから，刑を終えて出所した人に対する偏見

や差別意識を解消し，その社会復帰に資するための

啓発活動を今後も積極的に推進する必要がある。 

 

(10) 犯罪被害者等 

近時，我が国では，犯罪被害者やその家族の人権

問題に対する社会的関心が大きな高まりを見せて

おり，犯罪被害者等に対する配慮と保護を図るため

の諸方策を講じることが課題となっている。犯罪被

害者等の権利の保護に関しては，平成 12 年に犯罪

被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する

措置に関する法律の制定，刑事訴訟法や検察審査会

法，少年法の改正等一連の法的措置によって，司法

手続における改善が図られたほか，平成 13 年には

犯罪被害者等給付金支給法が改正されたところで

あり，今後，こうした制度の適正な運用が求められ

る。 

また，犯罪被害者等をめぐる問題としては，マス

メディアによる行き過ぎた犯罪の報道によるプラ

イバシー侵害や名誉毀損，過剰な取材による私生活

の平穏の侵害等を挙げることができる。犯罪被害者

は，その置かれた状況から自ら被害を訴えることが

困難であり，また，裁判に訴えようとしても訴訟提

起及びその追行に伴う負担が重く，泣き寝入りせざ

るを得ない場合が少なくない。 

こうした動向等を踏まえ，マスメディアの自主的

な取組を喚起するなど，犯罪被害者等の人権擁護に

資する啓発活動を推進する必要がある。 

 

(11) インターネットによる人権侵害 

インターネットには，電子メールのような特定人

間の通信のほかに，ホームページのような不特定多

数の利用者に向けた情報発信，電子掲示板を利用し

たネットニュースのような不特定多数の利用者間

の反復的な情報の受発信等がある。いずれも発信者

に匿名性があり，情報発信が技術的・心理的に容易

にできるといった面があることから，例えば，他人

を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現等の個

人や集団にとって有害な情報の掲載，少年被疑者の

実名・顔写真の掲載など，人権にかかわる問題が発

生している。 

憲法の保障する表現の自由に十分配慮すべきこ

とは当然であるが，一般に許される限度を超えて他

人の人権を侵害する悪質な事案に対しては，発信者

が判明する場合は，同人に対する啓発を通じて侵害

状況の排除に努め，また，発信者を特定できない場

合は，プロバイダーに対して当該情報等の停止・削

除を申し入れるなど，業界の自主規制を促すことに
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より個別的な対応を図っている。 

こうした動向等を踏まえ，以下の取組を積極的に

推進することとする。 

① 一般のインターネット利用者やプロバイダ

ー等に対して，個人のプライバシーや名誉に関

する正しい理解を深めることが肝要であり，そ

のため広く国民に対して啓発活動を推進する。

（法務省） 

② 学校においては，情報に関する教科において，

インターネット上の誤った情報や偏った情報を

めぐる問題を含め，情報化の進展が社会にもた

らす影響について知り，情報の収集・発信にお

ける個人の責任や情報モラルについて理解させ

るための教育の充実を図る。（文部科学省） 

 

(12) 北朝鮮当局による拉致問題等 

1970 年代から 1980 年代にかけて，多くの日本人

が不自然な形で行方不明となったが，これらの事件

の多くは，北朝鮮当局による拉致の疑いが濃厚であ

ることが明らかになったため，政府は，平成３年

（1991 年）以来，機会あるごとに北朝鮮に対して拉

致問題を提起した。北朝鮮側は，頑なに否定し続け

ていたが，平成 14 年（2002 年）９月の日朝首脳会

談において，初めて日本人の拉致を認め，謝罪した。

同年 10 月，５名の拉致被害者が帰国したが，他の

被害者について，北朝鮮当局は，いまだ問題の解決

に向けた具体的行動をとっていない。 

政府は，平成 22 年（2010 年）までに 17 名を北

朝鮮当局による拉致被害者として認定しているが，

このほかにも拉致された可能性を排除できない事

案があるとの認識の下，所要の捜査・調査を進めて

いる。北朝鮮当局による拉致は，国民に対する人権

侵害であり，我が国の主権及び国民の生命と安全に

関わる重大な問題である。政府としては，国の責任

において，全ての拉致被害者の一刻も早い帰国に向

けて全力を尽くしている。 

また，国際連合においては，平成 15 年（2003 年）

以来毎年，我が国が提出している北朝鮮人権状況決

議が採択され，北朝鮮に対し，拉致被害者の即時帰

国を含めた拉致問題の早急な解決を強く要求して

いる。 

我が国では，平成 17 年（2005 年）の国連総会決

議を踏まえ，平成 18 年（2006 年）６月に「拉致問

題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

に関する法律」（平成 18 年法律第 96 号）が制定さ

れた。この法律は，国や地方公共団体の責務として，

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題（以

下「拉致問題等」という。）に関する国民世論の啓発

を図るよう努めるものとし，また，12 月 10 日から

16 日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め，

国及び地方公共団体が，国民の間に広く拉致問題等

についての関心と認識を深めるという同週間の趣

旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものと

している。拉致問題等の解決には，幅広い国民各層

及び国際社会の理解と支持が不可欠であり，その関

心と認識を深めることが求められている。 

以上を踏まえ，以下の取組を積極的に推進するこ

ととする。 

① 国民の間に広く拉致問題等についての関心

と認識を深めるため，北朝鮮人権侵害問題啓発

週間にふさわしい事業を実施する。（全府省庁） 

② 拉致問題等についての正しい知識の普及を

図り，国民の関心と認識を深めるため，啓発資

料の作成・配布，各種の広報活動を実施する。

（内閣官房，法務省） 

③ 拉致問題等に対する国民各層の理解を深め

るため，地方公共団体及び民間団体と協力しつ

つ，啓発行事を実施する。（内閣官房，総務省，

法務省） 

④ 学校教育においては，児童生徒の発達段階等

に応じて，拉致問題等に対する理解を深めるた

めの取組を推進する。（文部科学省） 

⑤ 諸外国に対し広く拉致問題等についての関

心と認識を深めるための取組を実施する。（内閣

官房，外務省） 
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(13) その他 

以上の類型に該当しない人権問題，例えば，同性

愛者への差別といった性的指向に係る問題や新た

に生起する人権問題など，その他の課題についても，

それぞれの問題状況に応じて，その解決に資する施

策の検討を行う。 

 

３ 人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に

対する研修等 

人権教育・啓発の推進に当たっては，人権にかかわ

りの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の

取組が不可欠である。 

国連 10 年国内行動計画においては，人権にかかわ

りの深い特定の職業に従事する者として，検察職員，

矯正施設・更生保護関係職員等，入国管理関係職員，

教員・社会教育関係職員，医療関係者，福祉関係職員，

海上保安官，労働行政関係職員，消防職員，警察職員，

自衛官，公務員，マスメディア関係者の１３の業種に

従事する者を掲げ，これらの者に対する研修等におけ

る人権教育・啓発の充実に努めるものとしている。こ

れを受けて関係各府省庁では，それぞれ所要の取組が

実施されているところであるが，このような関係各府

省庁の取組は今後とも充実させる方向で積極的に推

進する必要がある。その際，例えば，研修プログラム

や研修教材の充実を図ることなどが望まれる。 

また，議会関係者や裁判官等についても，立法府及

び司法府において同様の取組があれば，行政府として

の役割を踏まえつつも，情報の提供や講師の紹介等可

能な限りの協力に努めるものとする。 

 

４ 総合的かつ効果的な推進体制等 

(1) 実施主体の強化及び周知度の向上 

人権教育・啓発を効果的に推進するためには，人

権教育・啓発の実施主体の体制を質・量の両面にわ

たって充実・強化していく必要がある。特に，各地

域に密着した効果的な人権啓発を行うためには，現

在，全国に約 14,000 名配置されている人権擁護委

員の活用が有効かつ不可欠であるが，その際，適正

な人材の確保・配置などにも配慮し，その基盤整備

を図る必要がある。 

また，法務省の人権擁護機関を始めとする実施主

体に関する国民一般の認識は，世論調査の結果等に

よれば，十分とは言えない。一般に，実施主体の組

織及び活動について啓発対象者が十分な認識を持

っていればいるほど，啓発効果も大きなものを期待

することができることから，各実施主体は，広報用

のパンフレットを作成したり，ホームページを開設

するなど，平素から積極的な広報活動に努めるべき

である。 

 

(2) 実施主体間の連携 

ア 既存組織の強化 

人権教育・啓発の推進に関しては，現在，様々

な分野で連携を図るための工夫が凝らされてい

るが，今後ともこれらを充実させていくことが望

まれる。 

特に，国における「人権教育・啓発に関する中

央省庁連絡協議会」（平成 12 年 9 月 25 日，関係

府省庁の事務次官等申合せにより設置）及び地方

における「人権啓発活動ネットワーク協議会」（人

権啓発活動ネットワーク事業の一環として，法務

省が平成 10 年度からその構築を進めており，既

に全都道府県に設置されているほか，市町村レベ

ルについても，各法務局，地方法務局の直轄及び

課制支局管内を中心に設置が進められている）は，

人権教育・啓発一般にかかわる連携のための横断

的な組織であって，人権教育・啓発の総合的かつ

効果的な推進を図る上で大きな役割を担ってお

り，その組織力や活動の充実強化等，更なる整備・

発展を図っていくべきである。 

 

イ 新たな連携の構築 

人権教育・啓発をより一層総合的かつ効果的に

推進していくためには，既存組織の連携の強化の

みならず，新たな連携の構築も視野に入れる必要

がある。 
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例えば，対象者の発達段階に応じた人権教育・

啓発を円滑に実施するためには，幼稚園，小・中・

高等学校などの学校教育機関及び公民館などの

社会教育機関と，法務局・地方法務局，人権擁護

委員などの人権擁護機関との間における連携の

構築が重要である。 

また，女性，子ども，高齢者等の各人権課題ご

とに，関係する様々な機関において，その特質を

踏まえた各種の取組が実施されているところで

あるが，これらをより総合的かつ効果的に推進す

るためには，これら関係機関の一層緊密な連携を

図ることが重要であり，各人権課題・分野等に即

して，より柔軟かつ幅広い連携の在り方が検討さ

れるべきである。 

さらに，人権擁護の分野においては，公益法人

や民間のボランティア団体，企業等が多種多様な

活動を行っており，今後とも人権教育・啓発の実

施主体として重要な一翼を担っていくことが期

待されるが，そのような観点からすれば，これら

公益法人や民間団体，企業等との関係においても，

連携の可能性やその範囲について検討していく

べきである。なお，連携に当たっては，教育・啓

発の中立性が保たれるべきであることは当然の

ことである。 

 

(3) 担当者の育成 

国及び地方公共団体は，研修等を通じて，人権教

育・啓発の担当者の育成を図ることが重要である。 

また，日常生活の中で人権感覚を持って行動でき

る人材を育成するため，社会教育において推進して

いる事業で得た成果や（財）人権教育啓発推進セン

ターなどの専門機関の豊富な知識と経験等を活用

し，人権教育・啓発の担当者の育成を図るための研

修プログラムの策定についても検討すべきである。

なお，国及び地方公共団体が研修を企画・実施する

場合において，民間の専門機関を活用するに当たっ

ては，教育・啓発の中立性に十分配慮する必要があ

る。 

さらに，人権教育・啓発の担当者として，日頃か

ら人権感覚を豊かにするため，自己研鑽に努めるこ

とが大切であり，主体的な取組を促していくことが

重要である。 

 

(4) 文献・資料等の整備・充実 

人権に関する文献や資料等は，効果的な人権教

育・啓発を実施していく上で不可欠のものであるか

ら，その整備・充実に努めることが肝要である。そ

して，人権教育・啓発の各実施主体等関係諸機関が

保有する資料等については，その有効かつ効率的な

活用を図るとの観点から，各機関相互における利用

を促進するための情報ネットワーク化を検討する

ほか，多くの人々がこうした情報にアクセスしやす

い環境の整備・充実に努めることが望まれる。 

また，人権に関する国内外の情勢は時の経過とと

もに変遷するものであるから，時代の流れを反映し

た文書等，国内外の新たな文献や資料等の収集・整

備を図るとともに，従来必ずしも調査研究が十分で

なかった分野等に関するものについても，積極的に

収集に努める必要がある。 

さらに，人権に関する各種蔵書やこれまでに地方

公共団体が作成した各種の啓発冊子，ポスター，ビ

デオなどで構成されている(財)人権教育啓発推進セ

ンターの「人権ライブラリー」の充実を図り，人権

教育・啓発に関する文献・資料の活用に関する環境

の向上に資することが重要である。 

 

(5) 内容・手法に関する調査・研究 

ア 既存の調査・研究の活用 

企業，民間団体等が実施した人権教育・啓発の

内容・手法に関する調査・研究は，斬新な視点（例

えば，ターゲットを絞って，集中的かつ綿密な分

析を行うなど）からのアプローチが期待でき，そ

の調査・研究の手法を含めた成果等を活用するこ

とにより，より効果的な啓発が期待できる。 

また，地方公共団体は，これまで様々な人権問

題の啓発に取り組んできており， 
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その啓発手法等に関する調査・研究には多大の

実績がある。これらの調査・研究の成果等は，地

域の実情，特性を踏まえた地域住民の人権意識の

高揚を図る観点から取り組まれたものとして，各

地域の実情を反映した参考とすべき多くの視点

が含まれている。 

さらに，日本国内における人権に関する調査・

研究の成果等とは別に，諸外国における調査・研

究の成果等を活用することも，次のような意味に

かんがみて，十分検討に値するものである。 

① 人権擁護に関する制度的な差異に着目して

啓発手法の比較検討ができ，新たな手法創出

の参考となる。 

② 調査・研究の成果等から諸外国における国

民，住民の人権意識の状況等を知ることがで

き，我が国の人権状況の把握に資する。 

 

イ 新たな調査・研究等 

より効果的な啓発内容及び啓発手法に関する

新たな調査・研究も必要であるが，そのための条

件整備の一環として，啓発内容及び啓発手法に関

する開発スタッフ等の育成が重要である。 

また，民間における専門機関等には，啓発のノ

ウハウについて豊富な知識と経験を有するスタ

ッフにより，多角的な視点から効果的な啓発内容

及び啓発手法を開発することを期待することが

できることから，これら民間の専門機関等への開

発委託を行うほか，共同開発を推進することも望

まれる。 

 

ウ その他 

調査・研究及び開発された人権教育・啓発の内

容・手法を実際に人権啓発フェスティバル等にお

いて実践し，その啓発効果等を検証する仕組みに

ついても検討する必要がある。 

 

(6) （財）人権教育啓発推進センターの充実 

（財）人権教育啓発推進センターには，民間団体

としての特質を生かした人権教育・啓発活動を総合

的に行うナショナルセンターとしての役割が期待

されている。 

そこで，その役割を十分に果たすため，組織・機

構の整備充実，人権課題に関する専門的知識を有す

るスタッフの育成・確保など同センターの機能の充

実を図るとともに，人権ライブラリーの活用，人権

啓発指導者養成研修のプログラムや人権教育・啓発

に関する教材や資料の作成など，同センターにおい

て実施している事業のより一層の充実が必要であ

る。 

なお，（財）人権教育・啓発推進センターの充実に

当たっては，民間団体としての特質を十分生かした

方策とするとともに，政府において検討が進められ

ている公益法人に関する改革と整合的なものとな

るよう十分配慮する必要がある。 

 

(7) マスメディアの活用等 

ア マスメディアの活用 

人権教育・啓発の推進に当たって，教育・啓発

の媒体としてマスメディアの果たす役割は極め

て大きいことから，より多くの国民に効果的に人

権尊重の理念の重要性を伝えるためには，マスメ

ディアの積極的な活用が不可欠である。 

マスメディアには，映像，音声，文字を始め多

種多様な媒体があり，各々その特性があることか

ら，媒体の選定に当たっては当該媒体の特性を十

分考慮し，その効用を最大限に活用することが重

要である。 

 

イ 民間のアイディアの活用 

人権教育・啓発に関するノウハウについて，民

間は豊富な知識と経験を有しており，多角的な視

点から，より効果的な手法を駆使した教育・啓発

の実施が期待できることから，その積極的活用が

望まれる。また，民間の活用に当たっては，委託

方式も視野に入れ，より効果を高めていく努力を

するとともに，教育・啓発の中立性に十分配慮す
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る必要がある。 

 

ウ 国民の積極的参加意識の醸成 

人権教育・啓発を効果的に行うためには，広く

国民に対して自然な形で人権問題について興味

を持ってもらう手法が有意義である。そのような

手法の一つとして，現在でも，例えば，人権標語，

人権ポスター図案の作成等について一般国民か

らの募集方式を導入し，優秀作品に対して表彰を

行うとともに，優秀作品の積極的な活用に努めて

いるところであるが，今後とも，創意工夫を凝ら

しながら，積極的に推進する必要がある。 

 

(8) インターネット等ＩＴ関連技術の活用 

近年，情報伝達の媒体としてのインターネットは

長足の進歩を遂げ，更に急速な発展を続けている。

そこで，高度情報化時代におけるインターネットの

特性を活用して，広く国民に対して，多種多様の人

権関係情報（例えば，条約，法律，答申，条例，各

種啓発資料（冊子，リーフレット，ポスター，ビデ

オ等））を提供するとともに，基本的人権の尊重の理

念を普及高揚させるための人権啓発活動（例えば，

世界人権宣言の内容紹介，各種人権問題の現況及び

それらに対する取組の実態の紹介，その他人権週間

行事など各種イベントの紹介等）を推進する。 

また，人権教育・啓発に関する情報に対して，多

くの人々が容易に接し，活用することができるよう，

人権教育・啓発の実施主体によるホームページの開

設，掲載内容の充実，リンク集の開発，情報端末の

効果的な利用なども望まれる。 

 

第 5 章 計画の推進 

１ 推進体制 

政府は，人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進

を図るため，法務省及び文部科学省を中心とする関係

各府省庁の緊密な連携の下に本基本計画を推進する。

その具体的な推進に当たっては，「人権教育・啓発中

央省庁連絡協議会」を始めとする各種の連携のための

場を有効に活用するものとする。 

関係各府省庁は，本基本計画の趣旨を十分に踏まえ

て，その所掌に属する施策に関する実施体制の整備・

充実を図るなど，その着実かつ効果的な実施を図る。 

 

２ 地方公共団体等との連携・協力 

人権教育・啓発の推進については，地方公共団体や

公益法人，民間団体，企業等の果たす役割が極めて大

きい。これらの団体等が，それぞれの分野及び立場に

おいて，必要に応じて有機的な連携を保ちながら，本

基本計画の趣旨に沿った自主的な取組を展開するこ

とを期待するとともに，本基本計画の実施に当たって

は，これらの団体等の取組や意見にも配慮する必要が

ある。 

また，地方公共団体に対する財政支援については， 

「国は，人権教育及び人権啓発に関する施策を実施す

る地方公共団体に対し，当該施策に係る事業の委託そ

の他の方法により，財政上の措置を講ずることができ

る。」（人権教育・啓発推進法第９条）との趣旨を踏ま

え，適切に対応していく。 

さらに，国際的な潮流を十分に踏まえ，人権の分野

における国際的取組に積極的な役割を果たすよう努

めるものとする。 

 

３ 計画のフォロ－アップ及び見直し 

人権教育・啓発に関する国会への年次報告書（白書）

の作成・公表等を通じて，前年度の人権教育・啓発に

関する施策の実施状況を点検し，その結果を以後の施

策に適正に反映させるなど，基本計画のフォロ－アッ

プに努めるものとする。 

また，我が国の人権をめぐる諸状況や人権教育・啓

発の現状及び国民の意識等について把握するよう努

めるとともに，国内の社会経済情勢の変化や国際的潮

流の動向等に適切に対応するため，必要に応じて本基

本計画の見直しを行う。 
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●いじめ防止対策推進法（抄） 

（平成 25年法律第 71号） 

最終改正：令和元年法律第 11号 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の

教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成

長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、そ

の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあ

るものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、

いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及び

いじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し、

基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らか

にし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本

的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止

等のための対策の基本となる事項を定めることにより、

いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推

進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対し

て、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児

童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的

又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象とな

った児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和二

十二年法律第二十六号）第一条に規定する小学校、中学

校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支

援学校（幼稚部を除く。）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児

童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親

権を行う者のないときは、未成年後見人）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての

児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心

して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学

校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにする

ことを旨として行われなければならない。 

２ いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじ

めを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを

認識しながらこれを放置することがないようにするた

め、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめ

の問題に関する児童等の理解を深めることを旨として

行われなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童

等の生命及び心身を保護することが特に重要であるこ

とを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、

家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服す

ることを目指して行われなければならない。 

 

（いじめの禁止） 

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。 

 

（国の責務） 

第五条 国は、第三条の基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの

防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地

域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

 

（学校の設置者の責務） 

第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置

する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置

を講ずる責務を有する。 

 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、
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当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相

談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でい

じめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校

に在籍する児童等がいじめを受けていると思われると

きは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

 

（保護者の責務等） 

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有す

るものであって、その保護する児童等がいじめを行うこ

とのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うため

の指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとす

る。 

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合

には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとす

る。 

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその

設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に

協力するよう努めるものとする。 

４ 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべき

ことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三

項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及び

その設置する学校の責任を軽減するものと解してはな

らない。 

 

第二章 いじめ防止基本方針等 

 

（学校いじめ防止基本方針） 

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防

止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校

におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的

な方針を定めるものとする。 

 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機

関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところによ

り、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法

務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるい

じめ問題対策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置い

た場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるい

じめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都

道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじ

めの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡

協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るため

に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策

連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本

方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対

策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教

育委員会に附属機関として必要な組織を置くことがで

きるものとする。 

 

第三章 基本的施策 

 

（学校におけるいじめの防止） 

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等

の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力

の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏ま

え、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の

充実を図らなければならない。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校にお

けるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等

の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、

いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍す

る児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に

在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職

員に対するいじめを防止することの重要性に関する理

解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

（いじめの早期発見のための措置） 

第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学

校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在

籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談
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を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずる

ものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在

籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員

がいじめに係る相談を行うことができる体制（次項にお

いて「相談体制」という。）を整備するものとする。 

４ 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整

備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、

いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権

利利益が擁護されるよう配慮するものとする。 

 

（関係機関等との連携等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等

又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に

対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじ

めの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に

行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、学校、

家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団

体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保

及び資質の向上） 

第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等

又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に

対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじ

めの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に

行われるよう、教員の養成及び研修の充実を通じた教員

の資質の向上、生徒指導に係る体制等の充実のための教

諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、福祉等に関す

る専門的知識を有する者であっていじめの防止を含む

教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助

言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確

保等必要な措置を講ずるものとする。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教

職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修

の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する

資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければなら

ない。 

 

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対

策の推進） 

 

第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学

校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報

の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネッ

トを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インター

ネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に

対処することができるよう、これらの者に対し、必要な

啓発活動を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通

じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを

監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとと

もに、インターネットを通じて行われるいじめに関する

事案に対処する体制の整備に努めるものとする。 

３ インターネットを通じていじめが行われた場合にお

いて、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当

該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報（特

定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信

者情報の開示に関する法律（平成十三年法律第百三十七

号）第四条第一項に規定する発信者情報をいう。）の開示

を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地

方法務局の協力を求めることができる。 

 

第四章 いじめの防止等に関する措置 

 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に

関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職

員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その

他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策の

ための組織を置くものとする。 

 

（いじめに対する措置） 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の

児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児

童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじ
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めの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思

われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な

措置をとるものとする。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当

該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思わ

れるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実

の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その

結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 

３ 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめが

あったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、

及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員

によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する

者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護

者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指

導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものと

する。 

４ 学校は、前項の場合において必要があると認めるとき

は、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童

等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる

等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教

育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる

ものとする。 

５ 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援

又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受

けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者

との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に

係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その

他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきも

のであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに

対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、

身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき

は直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなけ

ればならない。 

 

（学校の設置者による措置） 

第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報

告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対

し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずること

を指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な

調査を行うものとする。 

 

（校長及び教員による懲戒） 

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等

がいじめを行っている場合であって教育上必要がある

と認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、

適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。 

 

（出席停止制度の適切な運用等） 

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童

等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項（同法

第四十九条において準用する場合を含む。）の規定に基

づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた

児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるよ

うにするために必要な措置を速やかに講ずるものとす

る。 

 

（学校相互間の連携協力体制の整備） 

第二十七条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等とい

じめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合

であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護

者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指

導又はその保護者に対する助言を適切に行うことがで

きるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備

するものとする。 

 

第五章 重大事態への対処 

 

（学校の設置者又はその設置する学校によ

る対処） 

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に

掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」という。）

に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止

に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設

置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適

切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確に
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するための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心

身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め

るとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の

期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い

があると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定に

よる調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受け

た児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事

態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する

ものとする。 

３ 第一項の規定により学校が調査を行う場合において

は、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前

項の規定による情報の提供について必要な指導及び支

援を行うものとする。 

 

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処） 

第二十九条 国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年

法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人

をいう。以下この条において同じ。）が設置する国立大学

に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる

場合には、当該国立大学法人の学長又は理事長を通じて、

重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該

報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種

の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、

前条第一項の規定による調査の結果について調査を行

うことができる。 

３ 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏ま

え、当該調査に係る国立大学法人又はその設置する国立

大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大

事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の

防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国

立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法

人通則法（平成十一年法律第百三号）第六十四条第一項

に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

 

（公立の学校に係る対処） 

第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第

一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委

員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共

団体の長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、

当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生の防止のため必要があると認めると

きは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第

二十八条第一項の規定による調査の結果について調査

を行うことができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行った

ときは、その結果を議会に報告しなければならない。 

４ 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第

百六十二号）第二十一条に規定する事務を管理し、又は

執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定に

よる調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、

当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と

同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

第三十条の二 第二十九条の規定は、公立大学法人（地方

独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八

条第一項に規定する公立大学法人をいう。）が設置する

公立大学に附属して設置される学校について準用する。

この場合において、第二十九条第一項中「文部科学大臣」

とあるのは「当該公立大学法人を設立する地方公共団体

の長（以下この条において単に「地方公共団体の長」と

いう。）」と、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」

とあるのは「地方公共団体の長」と、同項中「国立大学

法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則

法（平成十一年法律第百三号）第六十四条第一項」とあ

るのは「地方独立行政法人法第百二十一条第一項」と読

み替えるものとする。 
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（私立の学校に係る対処） 

第三十一条 学校法人（私立学校法（昭和二十四年法律第

二百七十号）第三条に規定する学校法人をいう。以下こ

の条において同じ。）が設置する学校は、第二十八条第一

項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当

該学校を所轄する都道府県知事（以下この条において単

に「都道府県知事」という。）に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該

報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種

の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、

附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八

条第一項の規定による調査の結果について調査を行う

ことができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏ま

え、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当

該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同

種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるこ

とができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適

切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 

４ 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設

置する学校に対して行使することができる権限を新た

に与えるものと解釈してはならない。 

 

第三十二条 学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十

四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校

設置会社をいう。以下この条において同じ。）が設置する

学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該

学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重

大事態が発生した旨を、同法第十二条第一項の規定によ

る認定を受けた地方公共団体の長（以下「認定地方公共

団体の長」という。）に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の

長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事

態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認め

るときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、

第二十八条第一項の規定による調査の結果について調

査を行うことができる。 

３ 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結

果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置

する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措

置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十

二条第十項に規定する権限の適切な行使その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

４ 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校

設置会社が設置する学校に対して行使することができ

る権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 

５ 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人

（構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校

設置非営利法人をいう。）が設置する学校について準用

する。この場合において、第一項中「学校設置会社の代

表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利

法人の代表権を有する理事」と、「第十二条第一項」とあ

るのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とある

のは「第五項において準用する前項」と、第三項中「前

項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学

校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第

十二条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準

用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあ

るのは「次項において準用する前二項」と読み替えるも

のとする。 

 

（文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言

及び援助） 

第三十三条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学

大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員

会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県

又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、

助言又は援助を行うことができる。 

 

第六章 雑則 

 

（学校評価における留意事項） 

第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防
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止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事

実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめ

に対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、

いじめの再発を防止するための取組等について適正に

評価が行われるようにしなければならない。 

 

（高等専門学校における措置） 

第三十五条 高等専門学校（学校教育法第一条に規定する

高等専門学校をいう。以下この条において同じ。）の設置

者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校

の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係る

いじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び

当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律（抄） 

（平成 28年法律第 105号） 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二

十号）及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条

約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に

関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責

務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必

要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関す

る施策を総合的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 学校 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中

等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若

しくは中学部をいう。 

二 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児

童又は学齢生徒をいう。 

三 不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童

生徒であって、学校における集団の生活に関する心理

的な負担その他の事由のために就学が困難である状

況として文部科学大臣が定める状況にあると認めら

れるものをいう。 

四 教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育

の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を

行う学校における就学の機会の提供その他の義務教

育の段階における普通教育に相当する教育の機会の

確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する

支援をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事
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項を基本理念として行われなければならない。 

一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して

教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図

られるようにすること。 

二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏

まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支

援が行われるようにすること。 

三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられ

るよう、学校における環境の整備が図られるようにす

ること。 

四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育

を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、

その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかか

わりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保

されるようにするとともに、その者が、その教育を通

じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊か

な人生を送ることができるよう、その教育水準の維持

向上が図られるようにすること。 

五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動

を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連

携の下に行われるようにすること。 

 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確

保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、

教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつ

つ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。 

 

第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確

保等 

 

（学校における取組への支援） 

第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな

学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童

生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の

良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれ

ている環境その他の事情及びその意思を把握するため

の取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状

況に応じた支援その他の学校における取組を支援する

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（支援の状況等に係る情報の共有の促進等） 

第九条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する

適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなる

よう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対す

る支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等

に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共

有することを促進するために必要な措置その他の措置

を講ずるものとする。 

 

（特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等） 

第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しそ

の実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく

教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校におけ

る教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

 

（学習支援を行う教育施設の整備等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習

活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当

該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な

把握） 

第十二条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校

以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒

の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的

に把握するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童
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生徒に対する支援） 

第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校

以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性

に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、

当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われ

ることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者

（学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。）に対

する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために

必要な措置を講ずるものとする。 

 

第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う

学校における就学の機会の提供等 

 

（就学の機会の提供等） 

第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者

の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の

初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりま

での期間を経過した者をいう。次条第二項第三号におい

て同じ。）であって学校における就学の機会が提供され

なかったもののうちにその機会の提供を希望する者が

多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間にお

いて授業を行う学校における就学の機会の提供その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

 

第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策 

 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専

門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員そ

の他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の

充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保

等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心

理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育

相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

 

（教材の提供その他の学習の支援） 

第十九条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階におけ

る普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の

うち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得する

ことを希望する者に対して、教材の提供（通信の方法に

よるものを含む。）その他の学習の支援のために必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 
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●児童虐待の防止等に関する法律（抄） 

（平成 12年法律第 82号） 

最終改正：令和２年法律第 41号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害

し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念

を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児

童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に

関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児

童の保護及び自立の支援のための措置等を定めること

により、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もっ

て児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親

権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監

護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十

八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に

掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある

暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をして

わいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減

食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二

号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他

の保護者としての監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、

児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配

偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及び

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

第十六条において同じ。）その他の児童に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期

発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び

自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対

する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において

同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の

再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童

が家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良

好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮

をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間

又は関係地方公共団体相互間、市町村、児童相談所、福

祉事務所、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一

項に規定する配偶者暴力相談支援センター（次条第一項

において単に「配偶者暴力相談支援センター」という。）、

学校及び医療機関の間その他関係機関及び民間団体の

間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整

備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備

に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員

及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医

師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉

に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その

他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等

必要な措置を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護

及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うこと

ができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教

職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童

の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保

及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずる

ものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、

児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に

係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動
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に努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその

心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うと

ともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児

童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保

護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福

祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その

他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調

査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童相談所の所長は、児童虐待を受けた児童が住所又

は居所を当該児童相談所の管轄区域外に移転する場合

においては、当該児童の家庭環境その他の環境の変化に

よる影響に鑑み、当該児童及び当該児童虐待を行った保

護者について、その移転の前後において指導、助言その

他の必要な支援が切れ目なく行われるよう、移転先の住

所又は居所を管轄する児童相談所の所長に対し、速やか

に必要な情報の提供を行うものとする。この場合におい

て、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、児童福祉

法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条の二第

一項に規定する要保護児童対策地域協議会が速やかに

当該情報の交換を行うことができるための措置その他

の緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものと

する。 

７ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育

成することについて第一義的責任を有するものであっ

て、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を

尊重するよう努めなければならない。 

８ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭にお

ける養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境

を含む。）及び近隣社会の連帯が求められていることに

留意しなければならない。 

 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人

相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその

他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職

員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助

産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童

の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやす

い立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努め

なければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐

待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立

の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力する

よう努めなければならない。 

３ 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務

に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に

関する秘密を漏らしてはならない。 

４ 前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

第二項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力

するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈して

はならない。 

５ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、

児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければ

ならない。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者

は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉

事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町

村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所

に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条第一

項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規

定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈し

てはならない。 

 

（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、

体罰を加えることその他民法（明治二十九年法律第八十

九号）第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な

範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、

当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならな

い。 
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２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害

罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であ

ることを理由として、その責めを免れることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●児童福祉法（抄） 

（昭和 22年法律第 164号） 

最終改正：令和元年法律第 46号 

 

第一章 総則 

 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にの

つとり、適切に養育されること、その生活を保障される

こと、愛され、保護されること、その心身の健やかな成

長及び発達並びにその自立が図られることその他の福

祉を等しく保障される権利を有する。 

 

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、

かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発

達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利

益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成される

よう努めなければならない。 

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成する

ことについて第一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童

を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

 

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障す

るための原理であり、この原理は、すべて児童に関する

法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

 

第一節 国及び地方公共団体の責務 

 

第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において

心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支

援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の

心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状

況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難で

あり又は適当でない場合にあつては児童が家庭におけ

る養育環境と同様の養育環境において継続的に養育さ

れるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育す

ることが適当でない場合にあつては児童ができる限り

良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置
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を講じなければならない。 

 

第三条の三 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、児童

が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公

共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、

障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定によ

る保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場

所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切

に行わなければならない。 

② 都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福

祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村

に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児

童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識

及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応

が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務

の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給

付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託

又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に

関する業務を適切に行わなければならない。 

③ 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児

童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、

児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町

村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の

必要な各般の措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及

び処罰並びに児童の保護等に関する法律（抄） 

（平成 11年法律第 52号） 

最終改定：平成 26 年法律第 79 号 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待

が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あ

わせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、

児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれ

らの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により

心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等

を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的

とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たな

い者をいう。 

２ この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げ

る者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、

当該児童に対し、性交等（性交若しくは性交類似行為を

し、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器

等（性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。）を触り、若

しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下

同じ。）をすることをいう。 

一 児童 

二 児童に対する性交等の周旋をした者 

三 児童の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他

の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）又

は児童をその支配下に置いている者 

３ この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。以下同じ。）に係る記録媒体その他の物であって、次

の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認
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識することができる方法により描写したものをいう。 

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交

類似行為に係る児童の姿態 

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の

性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を

興奮させ又は刺激するもの 

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であっ

て、殊更に児童の性的な部位（性器等若しくはその周

辺部、臀でん部又は胸部をいう。）が露出され又は強調

されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺

激するもの 

 

（適用上の注意） 

第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸

術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵

害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的

虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の

目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するよう

なことがあってはならない。 

 

（児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的

搾取及び性的虐待に係る行為の禁止） 

第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポ

ルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに

掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる

方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管

することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に

係る行為をしてはならない。 

 

第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 

   等 

 

（児童ポルノ所持、提供等） 

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを

所持した者（自己の意思に基づいて所持するに至った者

であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる

者に限る。）は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に

処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三

項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認

識することができる方法により描写した情報を記録し

た電磁的記録を保管した者（自己の意思に基づいて保管

するに至った者であり、かつ、当該者であることが明ら

かに認められる者に限る。）も、同様とする。 

２ 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百

万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条

第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚によ

り認識することができる方法により描写した情報を記

録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様と

する。 

３ 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所

持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者

も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同

項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 

４ 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号

のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的

記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、

当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同

様とする。 

５ 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項

各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録

に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該

児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様と

する。 

６ 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は

公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線

を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の

姿態を視覚により認識することができる方法により描

写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特

定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 

７ 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所

持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者

も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同

項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 

８ 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸

入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様と
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する。 

 

（教育、啓発及び調査研究） 

第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノ

の所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響

を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に

防止することができるよう、児童の権利に関する国民の

理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、

提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努める

ものとする。 

 

第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護の 

ための措置 

 

第四章 雑則 

 

（インターネットの利用に係る事業者の努力） 

第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に

対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要

な電気通信役務（電気通信事業法（昭和五十九年法律第

八十六号）第二条第三号に規定する電気通信役務をい

う。）を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の

行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大

し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合

においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著

しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事

業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報

の送信を防止する措置その他インターネットを利用し

たこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

●障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律（抄） 

（平成 23年法律第 79号） 

最終改正：平成 28 年法律第 65 号 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊

厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加に

とって障害者に対する虐待を防止することが極めて重

要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、

障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の

防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害

者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者

の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者に

よる障害者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に

対する支援」という。）のための措置等を定めることに

より、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関

する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に

資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本

法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規

定する障害者をいう。 

２ この法律において「障害者虐待」とは、養護者によ

る障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者

虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 

３ この法律において「養護者」とは、障害者を現に養

護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者

以外のものをいう。 

４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」と

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条

第十一項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支

援施設」という。）若しくは独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六
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十七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国

立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

（以下「のぞみの園」という。）（以下「障害者福祉施

設」という。）又は障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障

害福祉サービス事業、同条第十八項に規定する一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十六

項に規定する移動支援事業、同条第二十七項に規定す

る地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条

第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業その

他厚生労働省令で定める事業（以下「障害福祉サービ

ス事業等」という。）に係る業務に従事する者をいう。 

５ この法律において「使用者」とは、障害者を雇用す

る事業主（当該障害者が派遣労働者（労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に規

定する派遣労働者をいう。以下同じ。）である場合にお

いて当該派遣労働者に係る労働者派遣（同条第一号に

規定する労働者派遣をいう。）の役務の提供を受ける事

業主その他これに類するものとして政令で定める事業

主を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）又

は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する

事項について事業主のために行為をする者をいう。 

６ この法律において「養護者による障害者虐待」と

は、次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲

げる行為 

イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるお

それのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害

者の身体を拘束すること。 

ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者

をしてわいせつな行為をさせること。 

ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な

対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。 

ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時

間の放置、養護者以外の同居人によるイからハま

でに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著し

く怠ること。 

二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不

当に処分することその他当該障害者から不当に財産

上の利益を得ること。 

７ この法律において「障害者福祉施設従事者等による

障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該

障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設

を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に

係るサービスの提供を受ける障害者について行う次の

いずれかに該当する行為をいう。 

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそ

れのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の

身体を拘束すること。 

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者を

してわいせつな行為をさせること。 

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応

又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間

の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該

障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害

福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける

他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為

の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を

著しく怠ること。 

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者

から不当に財産上の利益を得ること。 

８ この法律において「使用者による障害者虐待」と

は、使用者が当該事業所に使用される障害者について

行う次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそ

れのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の

身体を拘束すること。 

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者を

してわいせつな行為をさせること。 

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応

又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 
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四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間

の放置、当該事業所に使用される他の労働者による

前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これ

らに準ずる行為を行うこと。 

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者

から不当に財産上の利益を得ること。 

 

（障害者に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならな

い。 

 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び

早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受

けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並び

に適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相

互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、

民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなけれ

ばならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者

虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護

者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われる

よう、これらの職務に携わる専門的知識及び技術を有

する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図

るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者

虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護

者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報

義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な

広報その他の啓発活動を行うものとする。 

 

（国民の責務） 

第五条 国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支

援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は

地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対

する支援等のための施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

（障害者虐待の早期発見等） 

第六条 国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事

務を所掌する部局その他の関係機関は、障害者虐待を

発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連

携を図りつつ、障害者虐待の早期発見に努めなければ

ならない。 

２ 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障

害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉

施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健

師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者

及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にある

ことを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければ

ならない。 

３ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる

障害者虐待の防止のための啓発活動並びに障害者虐待

を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に

協力するよう努めなければならない。 

 

第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等 

 

（就学する障害者に対する虐待の防止等） 

第二十九条 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）第一条に規定する学校、同法第百二十四条に

規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定

する各種学校をいう。以下同じ。）の長は、教職員、児

童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害

者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓

発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る

体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処する

ための措置その他の当該学校に就学する障害者に対す

る虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとす

る。 
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●障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（抄） 

（平成 25年法律第 65号） 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第

八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、

障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人と

してその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由と

する差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関

等及び事業者における障害を理由とする差別を解消す

るための措置等を定めることにより、障害を理由とする

差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無

によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを

目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を

含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称

する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状

態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社

会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、

制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公

共団体（地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十

二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営

する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項

において同じ。）及び地方独立行政法人をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を

除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法

律第八十九号）第四十九条第一項及び第二項に規定す

る機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が

置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除

く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第

三条第二項に規定する機関（ホの政令で定める機関が

置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除

く。） 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮

内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十六条第二項

の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条

（宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を

含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法

第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 

ヘ 会計検査院 

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法

律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人を

いう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律によ

り特別の設立行為をもって設立された法人（独立行政

法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、

その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政

令で定めるもの 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年

法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政

法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを

除く。）をいう。 

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法

人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）をい

う。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっと

り、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な
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施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障

害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障

害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努め

なければならない。 

 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的

な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実

施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、

自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職

員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなけ

ればならない。 

 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理

由とする差別を解消するための措置 

 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、

障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱

いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはな

らない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障

害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の

意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担

が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害すること

とならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状

態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ

合理的な配慮をしなければならない。 

 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由

として障害者でない者と不当な差別的取扱いをするこ

とにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に

社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明が

あった場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよ

う、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配

慮をするように努めなければならない。 

 

第四章 障害を理由とする差別を解消するための

支援措置 

 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族そ

の他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相

談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関

する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要

な体制の整備を図るものとする。 

 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別

の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特

に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の

解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための

取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差

別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。 
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●本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律（抄） 

（平成 28年法律第 68号） 

 

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域

の出身であることを理由として、適法に居住するその出身

者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを

煽せん動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又は

その子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社

会に深刻な亀裂を生じさせている。 

もとより、このような不当な差別的言動はあってはなら

ず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会に

おいて我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいもの

ではない。 

ここに、このような不当な差別的言動は許されないこと

を宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通

じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当

な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律

を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に

向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務

を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推

進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な

差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地

域の出身である者又はその子孫であって適法に居住す

るもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）

に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然

とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加

える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するな

ど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理

由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを

煽動する不当な差別的言動をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外

出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の

解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地

方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進する

ために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。 

２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう

努めるものとする。 

 

第二章 基本的施策 

 

（教育の充実等） 

第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を

解消するための教育活動を実施するとともに、そのため

に必要な取組を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、

当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差

別的言動を解消するための教育活動を実施するととも

に、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 
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●再犯の防止等の推進に関する法律（抄） 

（平成 28年法律第 104号） 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪を

した者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再

犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、

再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国

及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯

の防止等に関する施策の基本となる事項を定めること

により、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを

防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪

をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。以下同

じ。）若しくは非行少年であった者をいう。 

２ この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした

者等が犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行をな

くすこと及び非行少年であった者が再び非行少年とな

ることを防ぐことを含む。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等の

多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保するこ

とができないこと等のために円滑な社会復帰をするこ

とが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、

社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得

て再び社会を構成する一員となることを支援すること

により、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することが

できるようにすることを旨として、講ぜられるものとす

る。 

２ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、そ

の特性に応じ、矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、

少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。）

に収容されている間のみならず、社会に復帰した後も途

切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるよう、

矯正施設における適切な収容及び処遇のための施策と

職業及び住居の確保に係る支援をはじめとする円滑な

社会復帰のための施策との有機的な連携を図りつつ、関

係行政機関の相互の密接な連携の下に、総合的に講ぜら

れるものとする。 

３ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪をした者等が、犯

罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解

すること並びに自ら社会復帰のために努力することが、

再犯の防止等に重要であるとの認識の下に、講ぜられる

ものとする。 

４ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、

再犯の防止等に関する各般の施策の有効性等に関する

調査研究の成果等を踏まえ、効果的に講ぜられるものと

する。 

 

（国等の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」

という。）にのっとり、再犯の防止等に関する施策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等

に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公

共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。 

 

（連携、情報の提供等） 

第五条 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施

策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければ

ならない。 

２ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の

実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民

間の団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保に

努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の

実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民

間の団体その他の関係者に対して必要な情報を適切に
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提供するものとする。 

４ 再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他

の関係者は、前項の規定により提供を受けた犯罪をした

者等の個人情報その他の犯罪をした者等の個人情報を

適切に取り扱わなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

 

第一節 国の施策 

 

（非行少年等に対する支援） 

第十三条 国は、少年が可塑性に富む等の特性を有するこ

とに鑑み、非行少年及び非行少年であった者が、早期に

立ち直り、善良な社会の一員として自立し、改善更生す

ることを助けるため、少年院、少年鑑別所、保護観察所

等の関係機関と学校、家庭、地域社会及び民間の団体等

が連携した指導及び支援、それらの者の能力に応じた教

育を受けられるようにするための教育上必要な支援等

必要な施策を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第二次再犯防止推進計画（抄） 

 （令和５年３月１７日閣議決定） 

 

第３ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組

（推進法第 11 条、第 13 条関係） １．学校等と連携し

た修学支援の実施等 

 

(2) 具体的施策 

 ① 児童生徒の非行の未然防止等  

ア 学校における適切な指導等の実施【施策番号 43】 

文部科学省は、警察庁、法務省及び厚生労働省の協力を

得て、弁護士会等の民間団体にも協力を求めるなどし、

いじめ防止対策推進法 （平成 25 年法律第 71 号）等の

趣旨を踏まえたいじめ防止のための教育や、人権尊重の

精神を育むための教育と併せ、再非行の防止の観点も含

め、学校における非行防止のための教育、性犯罪の防止

のための教育、薬物乱用未然防止のための教育及び薬物

再乱用防止のための相談・指導体制の充実、復学に関す

る支援体制の充実を図る。また、厚生労働省の協力を得

て、学校生活を継続させるための本人及び家族等 に対

する支援や、やむを得ず中退する場合の就労等の支援の

充実を図るとともに、高等学校中退者等に対して高等学

校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及

び学習支援等を実施する地方公共団体の取組を支援す

る。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 
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●部落差別の解消の推進に関する法律（抄） 

（平成 28年法律第 109号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとと

もに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変

化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権

の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差

別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消

することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解

消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体

の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等につ

いて定めることにより、部落差別の解消を推進し、もっ

て部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等

しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として

尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を

解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深める

よう努めることにより、部落差別のない社会を実現する

ことを旨として、行われなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解

消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ず

る部落差別の解消に関する施策を推進するために必要

な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差

別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国

及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の

実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるため

の体制の充実を図るものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、

その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に

応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び

啓発を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、

その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要

な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

 

（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資す

るため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に

係る調査を行うものとする。 
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●部落差別の解消の推進に関する法律案に対す

る附帯決議（衆議院 法務委員会） 

（平成 28年 11月 16日） 

政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策につ

いて、世代間の理解の差や地域社会の実情を広く踏まえた

ものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落

差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向け

て、適正かつ丁寧な運用に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●部落差別の解消の推進に関する法律案に対す

る附帯決議（参議院 法務委員会） 

（平成 28年 12月８日） 

国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に

関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏まえ

つつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解

消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めるこ

とはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、

部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対

する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施す

ること。 

二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び

啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつ

つ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、

その内容、手法等に配慮すること。 

三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するた

めの部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては、

当該調査により新たな差別を生むことがないように留意

しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなる

よう、その内容、手法等について慎重に検討すること。 
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●青少年が安全に安心してインターネットを利

用できる環境の整備等に関する法律（抄） 

（平成 20年法律第 79号） 

最終改正：平成 29 年法律第 75 号 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、インターネットにおいて青少年有害

情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のイン

ターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を

講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフト

ウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がイ

ンターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会

をできるだけ少なくするための措置等を講ずることによ

り、青少年が安全に安心してインターネットを利用でき

るようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的

とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満た

ない者をいう。 

２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者若し

くは後見人又はこれらに準ずる者をいう。 

３ この法律において「青少年有害情報」とは、インター

ネットを利用して公衆の閲覧（視聴を含む。以下同じ。）

に供されている情報であって青少年の健全な成長を著し

く阻害するものをいう。 

４ 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりであ

る。 

一 犯罪若しくは刑 

法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介

し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に

誘引する情報 

二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の

著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報 

三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著

しく残虐な内容の情報 

５ この法律において「インターネット接続役務」とは、

インターネットへの接続を可能とする電気通信役務（電

気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第

三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。）をいう。 

６ この法律において「インターネット接続役務提供事業

者」とは、インターネット接続役務を提供する電気通信

事業者（電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通

信事業者をいう。以下同じ。）をいう。 

７ この法律において「携帯電話インターネット接続役務」

とは、専ら携帯電話端末等（その一端が携帯電話端末又

はＰＨＳ端末と接続されるための伝送路設備に接続され

る移動端末設備（電気通信事業法第十二条の二第四項第

二号ロに規定する移動端末設備をいう。）であって、イン

ターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を

その利用者の選択に応じ閲覧することができるものをい

う。以下同じ。）からのインターネットへの接続を可能と

する電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少

年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で

定めるものをいう。 

８ この法律において「携帯電話インターネット接続役務

提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続役務を

提供する電気通信事業者をいう。 

９ この法律において「青少年有害情報フィルタリングソ

フトウェア」とは、インターネットを利用して公衆の閲

覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上

インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を

制限するためのプログラム（電子計算機に対する指令で

あって、一の結果を得ることができるように組み合わさ

れたものをいう。第十六条及び第十九条において同じ。）

をいう。 

１０ この法律において「青少年有害情報フィルタリング

サービス」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧

に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上イ

ンターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制

限するための役務又は青少年有害情報フィルタリングソ

フトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するた

めに必要な情報を当該青少年有害情報フィルタリングソ

フトウェアを作動させる者に対してインターネットによ
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り継続的に提供する役務をいう。 

１１ この法律において「特定サーバー管理者」とは、イ

ンターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供

されるサーバー（以下「特定サーバー」という。）を用い

て、他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して

公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせ

る役務を提供する者をいう。 

１２ この法律において「発信」とは、特定サーバーに、

インターネットを利用して公衆による閲覧ができるよう

に情報を入力することをいう。 

 

（基本理念） 

第三条 青少年が安全に安心してインターネットを利用で

きるようにするための施策は、青少年自らが、主体的に

情報通信機器を使い、インターネットにおいて流通する

情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にイ

ンターネットによる情報発信を行う能力（以下「インタ

ーネットを適切に活用する能力」という。）を習得するこ

とを旨として行われなければならない。 

２ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

環境の整備に関する施策の推進は、青少年有害情報フィ

ルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及、

青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者

による青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止

するための措置等により、青少年がインターネットを利

用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少

なくすることを旨として行われなければならない。 

３ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重

要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行う

ことができるインターネットの特性に配慮し、民間にお

ける自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及

び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われ

なければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっと

り、青少年が安全に安心してインターネットを利用する

ことができるようにするための施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

 

（関係事業者の責務） 

第五条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を

行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネ

ットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をでき

るだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年

のインターネットを適切に活用する能力の習得に資する

ための措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（保護者の責務） 

第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情

報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及

び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年につい

て、インターネットの利用の状況を適切に把握するとと

もに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利

用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管

理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用す

る能力の習得の促進に努めるものとする。 

２ 保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利

用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の

被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意する

ものとする。 

 

第三章 インターネットの適切な利用に関する教

育及び啓発活動の推進等 

 

（インターネットの適切な利用に関する教育の推進等） 

第九条 国及び地方公共団体は、青少年がインターネット

を適切に活用する能力を習得することができるよう、学

校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネット

の適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずる

ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適

切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発及

び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提

供その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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（家庭における青少年有害情報フィルタリングソフト

ウェアの利用の普及） 

第十条 国及び地方公共団体は、家庭において青少年によ

りインターネットが利用される場合における青少年有害

情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るた

め、必要な施策を講ずるものとする。 

 

（インターネットの適切な利用に関する広報啓発） 

第十一条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団

体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情

報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の

閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事

項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。 

 

（関係者の努力義務） 

第十二条 青少年のインターネットの利用に関係する事業

を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、

インターネットを利用する際における青少年のインター

ネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会

の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの

利用の普及のための活動その他の啓発活動を行うよう努

めるものとする。 

  



58 
 

●特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制

限及び発信者情報の開示に関する法律（抄） 

（平成 13年法律第 137号） 

最終改正：平成 25 年法律第 10 号 

 

（趣旨） 

第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によ

って権利の侵害があった場合について、特定電気通信役

務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を

請求する権利につき定めるものとする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 特定電気通信 不特定の者によって受信されるこ

とを目的とする電気通信（電気通信事業法（昭和五十

九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通

信をいう。以下この号において同じ。）の送信（公衆に

よって直接受信されることを目的とする電気通信の

送信を除く。）をいう。 

二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される

電気通信設備（電気通信事業法第二条第二号に規定す

る電気通信設備をいう。）をいう。 

三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用

いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を

他人の通信の用に供する者をいう。 

四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電

気通信設備の記録媒体（当該記録媒体に記録された情

報が不特定の者に送信されるものに限る。）に情報を

記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置（当該

送信装置に入力された情報が不特定の者に送信され

るものに限る。）に情報を入力した者をいう。 

 

（発信者情報の開示請求等） 

第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権

利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当

するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定

電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開

示関係役務提供者」という。）に対し、当該開示関係役務

提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報（氏

名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報

であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開

示を請求することができる。 

一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者

の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害

賠償請求権の行使のために必要である場合その他発

信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 

２ 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求

を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信

者と連絡することができない場合その他特別の事情があ

る場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の

意見を聴かなければならない。 

３ 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、

当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の

名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 

４ 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請

求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じ

た損害については、故意又は重大な過失がある場合でな

ければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係

役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者で

ある場合は、この限りでない。 
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●アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律（抄） 

（平成 31年法律第 16号） 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道

の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイ

ヌの伝統及びアイヌ文化（以下「アイヌの伝統等」とい

う。）が置かれている状況並びに近年における先住民族を

めぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本

理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共

生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村（特別

区を含む。以下同じ。）によるアイヌ施策推進地域計画の

作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受け

たアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の

措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めること

により、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活

することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現

を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に資することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語

並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、

舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した

文化的所産をいう。 

２ この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の

振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発

（以下「アイヌ文化の振興等」という。）並びにアイヌの

人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ

文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。 

３ この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、

民族共生象徴空間（アイヌ文化の振興等の拠点として国

土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国

有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第三条第二項

に規定する行政財産をいう。）を構成する施設（その敷地

を含む。）であって、国土交通省令・文部科学省令で定め

るものをいう。 

 

（基本理念） 

第三条 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族として

の誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉で

あるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会におい

て重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の

発展についての国民の理解を深めることを旨として、行

われなければならない。 

２ アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇

りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の

自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならな

い。 

３ アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係

する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が

北海道のみならず全国において生活していることを踏ま

えて全国的な視点に立って行われなければならない。 

 

第四条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであるこ

とを理由として、差別することその他の権利利益を侵害

する行為をしてはならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第五条 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念

にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

２ 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育

成について適切な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

３ 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の

活動を通じて、アイヌに関し、国民の理解を深めるよう

努めなければならない。 

４ 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進す

るよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ

施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる

よう努めなければならない。 
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（国民の努力） 

第六条 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持っ

て生活することができ、及びその誇りが尊重される社会

の実現に寄与するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律案に対す

る附帯決議（衆議院 国土交通委員会）（抄） 

（平成 31年４月９日） 

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、そ

の運用について遺漏なきを期すべきである。  

一 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の趣旨を踏

まえ、並びに過去の国会決議及び本法に基づき、アイヌ

施策を推進するに当たっては、我が国が近代化する過程

において多くのアイヌの人々が苦難を受けたという歴史

的事実を厳粛に受け止め、アイヌの人々の自主性を尊重

し、その意向が十分反映されるよう努めること。 

三 アイヌの人々に対する差別を根絶し、アイヌの人々の

民族としての誇りの尊重と共生社会の実現を図るため、

アイヌに関する教育の充実に向けた取組を推進すること。 

四 アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と我が国の多

様な生活文化の発展を図るため、アイヌの人々の生活支

援及び教育支援に資する事業や、存続の危機にあるアイ

ヌ語の復興に向けた取組、アイヌ文化の振興等の充実に

今後とも一層努めるとともに、アイヌの人々が北海道の

みならず全国において生活していることを踏まえて、北

海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の充実

に努めること。 
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●アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律案に対す

る附帯決議（参議院 国土交通委員会）（抄） 

（平成 31年４月 18日） 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な

措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 

一 過去の国会決議や本法等に基づくアイヌ施策を推進す

るに当たっては、我が国が近化する過程において多くの

アイヌの人々が苦難を受けたという歴史的事実を厳粛に

受け止め、アイヌの人々の自主性を尊重し、その意向が

十分反映されるよう努めること。 

二 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の趣旨を踏ま

えるとともに、我が国のアイヌ政策に係る国連人権条約

監視機関による勧告や、諸外国における先住民族政策の

状況にも留意し、アイヌの人々に関する施策の更なる検

討に努めること。 

四 アイヌの人々に対する差別を根絶し、アイヌの人々の民

族としての誇りの尊重と共生社会の実現を図るため、ア

イヌに関する教育並びにアイヌへの理解を深めるための

啓発及び広報活動の充実に向けた取組を推進すること。

あわせて、本法第四条の規定を踏まえ、不当な差別的言

動の解消に向けた実効性のある具体的措置を講ずること。 

五 アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と我が国の多

様な生活文化の発展を図るため、アイヌの人々の生活支

援及び教育支援に資する事業や、存続の危機にあるアイ

ヌ語の復興に向けた取組、アイヌ文化の振興等の充実に

今後とも一層努めるとともに、アイヌの人々が北海道の

みならず全国において生活していることを踏まえて、北

海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の充実

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

●ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入

れに当たっての内閣総理大臣談話 

（令和元年７月 12日閣議決定） 

 

本年６月２８日の熊本地方裁判所におけるハンセン病

家族国家賠償請求訴訟判決について、私は、ハンセン病対

策の歴史と、筆舌に尽くしがたい経験をされた患者・元患

者の家族の皆様の御労苦に思いを致し、極めて異例の判断

ではありますが、敢えて控訴を行わない旨の決定をいたし

ました。 

この問題について、私は、内閣総理大臣として、どのよ

うに責任を果たしていくべきか、どのような対応をとって

いくべきか、真剣に検討を進めてまいりました。ハンセン

病対策については、かつて採られた施設入所政策の下で、

患者・元患者の皆様のみならず、家族の方々に対しても、

社会において極めて厳しい偏見、差別が存在したことは厳

然たる事実であります。この事実を深刻に受け止め、患者・

元患者とその家族の方々が強いられてきた苦痛と苦難に

対し、政府として改めて深く反省し、心からお詫び申し上

げます。私も、家族の皆様と直接お会いしてこの気持ちを

お伝えしたいと考えています。 

今回の判決では、いくつかの重大な法律上の問題点があ

りますが、これまで幾多の苦痛と苦難を経験された家族の

方々の御労苦をこれ以上長引かせるわけにはいきません。

できる限り早期に解決を図るため、政府としては、本判決

の法律上の問題点について政府の立場を明らかにする政

府声明を発表し、本判決についての控訴は行わないことと

しました。その上で、確定判決に基づく賠償を速やかに履

行するとともに、訴訟への参加・不参加を問わず、家族を

対象とした新たな補償の措置を講ずることとし、このため

の検討を早急に開始します。さらに、関係省庁が連携・協

力し、患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏ま

えた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り

組みます。 

家族の皆様の声に耳を傾けながら、寄り添った支援を進

め、この問題の解決に全力で取り組んでまいります。そし

て、家族の方々が地域で安心して暮らすことができる社会

を実現してまいります。  
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●ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給

等に関する法律（抄） 

（令和元年法律第 55号） 

 

「ら
ヽ

い
ヽ

予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハン

セン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛

と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と

補償の問題の解決等を図るため、平成十三年に「ハンセン

病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」

が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等

の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、平成二

十年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制

定された。 

しかるに、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中

で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成

することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難

を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認

識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなさ

れてこなかった。 

国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込

めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン

病元患者家族等に対するいわれのない偏見と差別を国民

と共に根絶する決意を新たにするものである。 

ここに、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に

対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元

患者家族等の癒し難い心の傷痕の回復と今後の生活の平

穏に資することを希求して、ハンセン病元患者家族がこれ

までに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病

元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、こ

の法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（趣旨） 

第一条 この法律は、ハンセン病元患者家族の被った精神

的苦痛を慰謝するための補償金（以下単に「補償金」と

いう。）の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハン

セン病元患者家族等の名誉の回復等について定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「ハンセン病元患者」とは、次

に掲げる者をいう。 

一 ら
ヽ

い
ヽ

予防法の廃止に関する法律（平成八年法律第

二十八号。以下この条において「廃止法」という。）に

より ら
ヽ

い
ヽ

予防法（昭和二十八年法律第二百十四号）

が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所（廃

止法第一条の規定による廃止前の ら
ヽ

い
ヽ

予防法（以下

この項において「旧 ら
ヽ

い
ヽ

予防法」という。）第十一条

の規定により国が設置したらい療養所をいう。）その

他の本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセ

ン病療養所（第十一条第四号において「国内ハンセン

病療養所」という。）に入所していた者 

二 廃止法により ら
ヽ

い
ヽ

予防法が廃止されるまでの間に

ハンセン病を発病し、その発病の時から当該廃止され

るまでの間に本邦に住所を有したことがある者（前号

に掲げる者を除く。） 

三 昭和二十年八月十五日までの間に、行政諸法台湾施

行令（大正十一年勅令第五百二十一号）第一条の規定

により台湾に施行された旧 ら
ヽ

い
ヽ

予防法附則第二項の

規定による廃止前の癩予防法（明治四十年法律第十一

号）第三条第一項の国立癩療養所、朝鮮癩予防令（昭

和十年制令第四号）第五条の朝鮮総督府癩療養所その

他の本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定

めるハンセン病療養所（第十一条第四号において「国

外ハンセン病療養所」という。）に入所していた者（前

二号に掲げる者を除く。） 

四 昭和二十年八月十五日までの間にハンセン病を発

病し、その発病の時から同日までの間に行政諸法台湾

施行令第一条の規定により旧 ら
ヽ

い
ヽ

予防法附則第二項

の規定による廃止前の癩予防法が施行されていた地

域、朝鮮癩予防令が施行されていた地域その他の厚生

労働大臣が定める本邦以外の地域に住所を有したこ

とがある者（前三号に掲げる者を除く。） 

２ この法律において、「ハンセン病元患者家族」とは、ハ

ンセン病元患者がハンセン病を発病した時（その発病の
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時に当該ハンセン病元患者が本邦（昭和二十年八月十五

日までの間にあっては、前項第四号に規定する厚生労働

大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下この項におい

て同じ。）に住所を有しなかった場合にあっては、当該ハ

ンセン病元患者が本邦に住所を有するに至った時）から

廃止法により ら
ヽ

い
ヽ

予防法が廃止されるまでの間に、次

の各号のいずれかに該当したことがある者（当該各号に

該当する者であった期間に本邦に住所を有したことがあ

る者に限る。）であって、この法律の施行の日（第九条第

二項において「施行日」という。）において生存している

ものをいう。 

一 ハンセン病元患者の配偶者（婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

第十条第一項において同じ。） 

二 ハンセン病元患者の一親等の血族 

三 ハンセン病元患者の一親等の姻族その他これに準

ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該

ハンセン病元患者と同居しているもの 

四 ハンセン病元患者の二親等の血族（兄弟姉妹に限

る。） 

五 ハンセン病元患者の二親等の血族（兄弟姉妹を除

く。）であって、当該ハンセン病元患者と同居している

もの 

六 ハンセン病元患者の二親等の姻族その他これに準

ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該

ハンセン病元患者と同居しているもの 

七 ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハ

ンセン病元患者と同居しているもの 

 

第四章 名誉の回復等 

 

第二十四条 国は、ハンセン病元患者家族等について、名

誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病元患者

及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとす

る。 

 

●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

（抄） 

（平成 20年法律第 82号） 

最終改正：令和元年法律第 56号 

 

「ら
ヽ

い
ヽ

予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハン

セン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生

活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社

会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことに

ついて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて

深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療

養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制

定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の

増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表する

こととした。同法に基づき、ハンセン病の患者であった者

等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつ

あり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策

が講ぜられているところである。 

しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患

者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他

社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多

く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者

等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生

活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊

の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、

また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別

のない社会の実現に向けて、真摯しに取り組んでいかなけ

ればならない。 

ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様

の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元

患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定す

るとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、

良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするため

の基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯

に取り組んでいかなければならない。 

ここに、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の

福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることによ

り、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を
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制定する。 

 

第一章 総則 

 

（趣旨） 

第一条 この法律は、国によるハンセン病の患者に対する

隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の

患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回

復等に関し現在もなお存在するもの（以下「ハンセン病

問題」という。）の解決の促進に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするととも

に、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「国立ハンセン病療養所」とは、

厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）第十六

条第一項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。 

２ この法律において「国立ハンセン病療養所等」とは、

国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大

臣が定めるハンセン病療養所をいう。 

３ この法律において「入所者」とは、らいヽヽ予防法の

廃止に関する法律（平成八年法律第二十八号。以下本則

において「廃止法」という。）によりらいヽヽ予防法（昭

和二十八年法律第二百十四号。以下「予防法」という。）

が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後も相

当期間日本国内に住所を有していた者であって、現に国

立ハンセン病療養所等に入所しているものをいう。 

 

（基本理念） 

第三条 ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセ

ン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者で

あった者等及びその家族が受けた身体及び財産に係る被

害その他の社会生活全般にわたる被害に照らし、その被

害を可能な限り回復することを旨として行われなければ

ならない。 

２ ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、

入所者が、現に居住する国立ハンセン病療養所等におい

て、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安

心して豊かな生活を営むことができるように配慮されな

ければならない。 

３ 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハ

ンセン病の患者であったこと若しくはハンセン病に罹り

患していることを理由として、又はハンセン病の患者で

あった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった

者等の家族であることを理由として、差別することその

他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、ハンセン病の患者であった者等及

びその家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力

しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者で

あった者等及びその家族の福祉の増進等を図るための施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（関係者の意見の反映のための措置） 

第六条 国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実

施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等、その

家族その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

第四章 名誉の回復及び死没者の追悼 

 

第十八条 国は、ハンセン病の患者であった者等及びその

家族の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館

の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン

病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要

な措置を講ずるとともに、ハンセン病の患者であった死

没者に対する追悼の意を表するため、国立ハンセン病療

養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費

の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする。  
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●感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（抄） 

（平成 10年法律第 114号） 

最終改正：令和３年法律第５号 

 

人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大

の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染

症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症

を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。 

医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの

感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の

感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感

染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。 

一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免

疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差

別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教

訓として今後に生かすことが必要である。 

このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等

が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊

重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供

を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求めら

れている。 

ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の

予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図

るため、この法律を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保護者、学校の教職員の皆さんへ文部科学大

臣からのメッセージ 

（令和２年２月） 

新型コロナウイルス感染症について、不安を感じておら

れる方も多いことと思います。 

新型コロナウイルス感染症対策では、通常の風邪や季節

性インフルエンザ対策と同様に、お一人お一人の咳エチケ

ットや手洗いなどの実施がとても重要です。子供たちには、

外から帰った時などに、必ず手洗いをしっかりするととも

に、正しい知識に基づいて冷静に行動するよう指導してく

ださい。 

保護者の方や教職員の皆さんにおかれては、国や地方公

共団体が発表する正確な情報を収集・把握していただくよ

うお願いいたします。 

また、新型コロナウイルスを理由としたいじめや偏見は、

決して許されることではありません。今後も、中国から多

数の子供たちが帰国することが予想されます。住み慣れた

地域や学校を離れてつらい思いをしている子供たちや、感

染拡大の防止に向けて懸命に働いているご家族を持つ子

供たちを傷つけるような、心ない言葉や態度がとられるこ

とがあってはなりません。教職員の皆さんにおかれては適

切な対応をとっていただくとともに、保護者の方におかれ

てもご配慮をお願いいたします。 
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●新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏

見の防止に向けて文部科学大臣からのメッセ

ージ 

（令和２年８月） 

 

児童生徒等や学生の皆さんへ 

 

新型コロナウイルスが広がってから、皆さんは、学校は

どうなるのだろう、この先どうなるだろうと、不安だった

のではないでしょうか。新しい学期を迎えるに当たって、

皆さんに伝えたいことがあります。 

まず、感染症にかからないようにするには、いくつかの

方法があります。すでに皆さんが取り組んでいるように、

話をするときにはマスクをしたり、手を洗ったり、具合が

悪い場合には学校を休んだりしてもらうことです。そして

何より、健康的な生活を送ることが大切です。それでも、

これまでも皆さんは風邪をひいたり、インフルエンザにな

ったりしました。今はさらに新型コロナウイルスが課題に

なっています。 

この三つは、症状がよく似ています。ですから、今後、

皆さんの誰もがこうした症状を経験することがあるでし

ょう。具合が悪い人の中には、新型コロナウイルスに感染

したと診断される人も身近な人の中から出るかもしれま

せん。もちろん、それが友達だと分かったら自分は大丈夫

かなと不安になることもあるでしょう。 

新型コロナウイルスには誰もが感染する可能性があり

ます。感染した人が悪いということではありません。学校

やクラスの中で感染することは悪いことだという雰囲気

ができてしまうと、新型コロナウイルスに感染したと疑わ

れることをおそれて、具合が悪くなっても、その後は言い

だしにくくなったり、病院に行くのが遅くなったりしてし

まいます。そうすると、さらに皆さんの地域で感染が広が

ってしまうかもしれません。 

感染した人や症状のある人を責めるのではなく、思いや

りの気持ちを持ち、感染した人たちが早く治るよう励まし、

治って戻ってきたときには温かく迎えてほしいと思いま

す。もし、自分が感染したり症状があったりしたら、友達

にはどうしてほしいかということを考えて行動してほし

いと思います。 

すでに、感染した人達が心ない言葉をかけられたり、扱

いをされたりしているという事例が起きています。こうし

たことが皆さんの周りでも起きないように、皆さんにも協

力してほしいのです。 

また、高齢者や病気がちの人は、感染すると症状が重く

なってしまう危険があります。自分は元気だから大丈夫と

いうことではなく、そのような人たちに感染させることが

ないよう、思いやりの気持ちを持ってほしいと思います。 

新型コロナウイルス感染症が広がり、皆さんの日々の生

活は一変したと思います。 

以前のようには、友達と会いにくくなり、スポーツや文

化に触れる機会も少なくなり、将来への不安やストレスを

抱えている人も多いでしょう。 

これまでも、私たち人間は、新型コロナウイルスのよう

な新しい病気を経験してきました。そのたびに、世界中の

研究者が病気の原因を探り、予防方法を見つけたり、薬の

開発をしたりしてきました。そうして、私たちは、病気と

共存していく。この歴史は繰り返されています。新型コロ

ナウイルスも研究が進んで解明されれば、予防と治療がで

きるようになり、新たな共存生活が始まります。 

私たち大人は、皆さんの応援団として、将来の見通しを

持ち、未来の社会の担い手である皆さんが学ぶ機会、遊ぶ

機会、交流する機会を最大限作っていきます。それまで、

皆さんは今自分ができる予防をしっかり行い、将来の目標

を持ち、家庭や学校で日々の学びを続けてほしいと願って

います。 

 

教職員をはじめ学校関係者の皆様へ 

 

児童生徒等の学びを確保するための取組が行われてい

るのは、学校の設置者や教職員の皆様が感染症対策と教育

活動の両立に心を砕き、日々、大変な御尽力をいただいて

いるおかげであり、心より感謝申し上げます。 

本年六月から、ほとんどの学校において、教育活動が再

開されていますが、児童生徒等や教職員など学校関係者の

感染事例が見られるようになってきています。 

そのような中、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症
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を正しく理解し、よりよい実践ができるよう、学校におけ

る指導が一層、重要になってきていると考えています。 

文部科学省では、今年の四月に、日常における保健の指

導を念頭に置いた指導資料を作成し公表しました。更に、

十月には、児童生徒等が感染症に対する不安から陥りやす

い差別や偏見等について考え、適切な行動を取れるよう啓

発する動画も作成する予定です。 

児童生徒等への指導に当たっては、例えば以下の点を身

に付けさせることが大切です。 

• 感染症を予防するには、運動、食事、休養及び睡眠の調

和のとれた生活を続けることが有効であること。 

• ウイルスから、自分自身を守るため、そして、大切な人

を守るため、基本的な感染症対策や、「三密を避ける」等

の予防策の徹底が必要であること。 

• 誤った情報や認識、不確かな情報に惑わされることなく、

正確な情報や科学的根拠に基づいた行動を行うことがで

きるようになること。 

• 感染者、濃厚接触者等とその家族に対する誤解や偏見に

基づく差別を行わないこと。感染を責める雰囲気が広が

ると、医療機関での受診が遅れたり、感染を隠したりする

ことにもつながりかねず、地域での感染につながり得る

こと。 

• ウイルスに感染しても症状が出ない場合があり、自分が

知らないうちに感染を広めることもあることから、重症

化するリスクが高い高齢者や基礎疾患がある方に接する

ときは注意が必要であること。 

これらに加え、医療従事者や社会活動を支えている人た

ちへの敬意や感謝も伝えてほしいと考えています。 

また、大学等の高等教育機関においても、学生の感染事

例が確認されています。各大学等におかれては、引き続き、

「三密を避ける」ことなど、学生への適切な注意喚起等に

取り組んでいただきたいと考えています。 

文部科学省としては、差別や偏見等を防ぐための取組に

ついて、今後も継続して進めてまいりますので、学校の設

置者や教職員の皆様におかれましても、組織的で継続的な

取組をお願いいたします。 

感染症への対応は、今後、長期にわたることが想定され

ますが、文部科学省としても、少人数によるきめ細かな指

導体制の整備について検討するなど、令和時代のスタンダ

ードとして新しい時代の学びの環境整備に引き続き取り

組んでまいります。 

 

保護者や地域の皆様へ 

 

学校において、児童生徒等の学びを確保するための取組

を進めることができておりますのは、保護者や地域の皆様

に感染症対策の取組に御理解と御協力を賜っているから

であり、心より感謝申し上げます。 

しかし、このような取組を徹底しても学校や家庭、社会

において感染するリスクをゼロにすることはできません。

誰もが感染する可能性があります。その上、新型コロナウ

イルス感染症には未だ解明されていない点があり、ワクチ

ンも開発中であることから、この感染症に対する不安をお

持ちの方が多いと思います。 

私たちは、この感染症と、この感染症がもたらした社会

の変化に対して、現時点での科学的な知見や見解に基づい

て、正しく向き合うことが必要です。私からは、保護者や

地域の皆様に次の二点をお願いいたします。 

第一に、感染者に対する差別や偏見、誹謗中傷等を許さ

ないということです。 

誰もが感染する可能性があるのですから、感染した児童

生徒等や教職員、学校の対応を責めるのではなく、衛生管

理を徹底し、更なる感染を防ぐことが大切です。 

そして、自分が差別等を行わないことだけでなく、「感染

した個人や学校を特定して非難する」「感染者と同じ職場

の人や、医療従事者などの家族が感染しているのではない

かと疑い悪口を言う」など身の周りに差別等につながる発

言や行動があったときには、それに同調せずに、「そんなこ

とはやめよう」と声をあげていただきたい。人々の優しさ

はウイルスとの闘いの強い武器になります。 

感染を責める雰囲気が広がると、医療機関での受診が遅

れたり、感染を隠したりすることにもつながりかねず、結

局は地域での感染の拡大にもつながり得ます。その点から

も差別等を防ぐことは必要なことです。 

第二に、学校における感染症対策と教育活動の両立に対

する御理解と御協力です。 
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感染症への対応が長期にわたることが想定される中、学

校では、感染症対策を講じつつ学校教育ならではの学びを

大事にしながら教育活動を進め、子供たちの健やかな学び

を最大限保障するための取組を進めていただいていると

ころです。また、大学についても、感染症対策の徹底と、

対面による授業の検討も含めた学修機会の確保の両立を

お願いしております。 

これからの予測困難な時代を生きていく児童生徒等や

学生が、必要となる力を身に付けていくことができるよう、

学校の教育活動の継続への御理解と御協力をお願いいた

します。 

新型コロナウイルスのみならず、感染症へ正しく対応す

るためには、最新の科学的な知見等を知ることが不可欠で

す。政府として、分かりやすい広報に努めているところで

すが、保護者や地域の皆様におかれても科学的な知見等を

日々の生活に生かしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新型インフルエンザ等対策特別措置法

（抄） 

（平成 24年法律第 31号） 

最終改正：令和３年法律第５号 

 

第一章 総則 

 

（基本的人権の尊重） 

第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、

新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国

民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、そ

の制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため

必要最小限のものでなければならない。 

 

第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関す

る計画等 

 

（知識の普及等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等

の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するととも

に、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の

理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなけ

ればならない。 

２ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を

実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因す

る差別的取扱い等（次に掲げる行為をいい、以下この項

において「差別的取扱い等」という。）及び他人に対して

差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す

行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型イン

フルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の

家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者（以下

この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。）

の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受ける

ことのないようにするため、新型インフルエンザ等患者

等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフル

エンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエ

ンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに

広報その他の啓発活動を行うものとする。 
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一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型

インフルエンザ等患者等であったことを理由とする

不当な差別的取扱い 

二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀

損する行為 

三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等

患者等の権利利益を侵害する行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新型インフルエンザ等対策特別措置法等

の一部を改正する法律案に対する附帯決

議（衆議院 内閣委員会）（抄） 

（令和３年２月１日） 

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、

その運用等について遺漏なきを期すべきである。 

 

十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免

疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏

見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対して

も不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明

確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任

が問われ得ること等も含めて周知するとともに、不当な

差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整

備など、万全の措置を講ずること。 
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●新型インフルエンザ等対策特別措置法等

の一部を改正する法律案に対する附帯決

議（参議院 内閣委員会）（抄） 

（令和３年２月３日） 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な

措置を講ずるべきである。 

 

十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免

疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏

見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対して

も不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明

確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任

が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、

不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体

制の整備など、万全の措置を講ずること。 
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●こども家庭庁設置法 

（令和５年４月１日） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、こども家庭庁の設置並びに任務及び

これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務

を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂

行するため必要な組織を定めることを目的とする。 

第二章 こども家庭庁の設置並びに任務及び所掌事務等 

第一節 こども家庭庁の設置 

（設置） 

第二条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四

十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、

こども家庭庁を設置する。 

２ こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官（以下「長官」

という。）とする。 

第二節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等 

（任務） 

第三条 こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者（以

下「こども」という。）が自立した個人としてひとしく健

やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育て

における家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年

齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善

の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及び

こどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他

のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭におけ

る子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護

に関する事務を行うことを任務とする。 

２ 前項に定めるもののほか、こども家庭庁は、同項の任

務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事

務を助けることを任務とする。 

３ こども家庭庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内

閣官房を助けるものとする。 

（所掌事務） 

第四条 こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するた

め、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境

の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における

子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並び

に推進に関すること。 

二 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及

び子どもを養育している者に必要な支援に関すること

（同法第六十九条第一項の規定による拠出金の徴収に

関することを除く。）。 

三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に規

定する認定こども園に関する制度に関すること。 

四 こどもの保育及び養護に関すること。 

五 こどものある家庭における子育ての支援体制の整備

並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場

の確保に関すること。 

六 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。 

七 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関

すること。 

八 第四号から前号までに掲げるもののほか、こども、こ

どものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に

関すること。 

九 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本

的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

十 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立

行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律

第百六十二号）第十五条第一項第七号に規定する災害共

済給付に関すること。 

十一 青少年が安全に安心してインターネットを利用で

きる環境の整備等に関する法律（平成二十年法律第七十

九号）第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進

に関すること。 

十二 こどもの保健の向上に関すること（児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）の規定による小児慢性特

定疾病医療費の支給等に関することを除く。）。 

十三 妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。 

十四 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に

対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施

策の総合的な推進に関する法律（平成三十年法律第百四

号）第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針の策
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定及び推進に関すること。 

十五 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対

する一時金の支給等に関する法律（平成三十一年法律第

十四号）の規定による一時金の支給等に関すること。 

十六 こどもの虐待の防止に関すること。 

十七 いじめ防止対策推進法（平成二十五年法律第七十一

号）の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制そ

の他の地域における体制の整備に関すること。 

十八 前二号に掲げるもののほか、こどもの権利利益の擁

護に関すること（他省の所掌に属するものを除く。）。 

十八の二 こども基本法（令和四年法律第七十七号）第九

条第一項に規定するこども大綱の策定及び推進に関す

ること。 

十九 少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三

号）第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関す

ること。 

二十 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第

七十一号）第八条第一項に規定する子ども・若者育成支

援推進大綱の策定及び推進に関すること。 

二十一 前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援

（子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ど

も・若者育成支援をいう。次項第三号において同じ。）に

関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い

必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 

二十二 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成二十

五年法律第六十四号）第八条第一項に規定する大綱の策

定及び推進に関すること。 

二十三 大学等における修学の支援に関する法律（令和元

年法律第八号）の規定による大学等における修学の支援

に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 

二十四 こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性

に関する総合的な調査に関すること。 

二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 

二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に

関する研修を行うこと。 

二十七 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく

命令を含む。）に基づきこども家庭庁に属させられた事

務 

２ 前項に定めるもののほか、こども家庭庁は、前条第二

項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図る

ために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並び

に総合調整に関する事務（内閣官房が行う内閣法（昭和

二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号に掲げる事

務を除く。）をつかさどる。 

一 こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長

することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に

関する事項 

二 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環

境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関す

る事項 

三 子ども・若者育成支援に関する事項 

３ 前二項に定めるもののほか、こども家庭庁は、前条第

二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項

に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特

定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣

議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各

部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案

並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 

（資料の提出要求等） 

第五条 長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

第三章 こども家庭庁に置かれる機関 

第一節 審議会等 

（設置） 

第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところに

よりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法

一時金認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術

等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律（こ

れに基づく命令を含む。）の定めるところによる。 

（こども家庭審議会） 

第七条 こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、
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こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長す

ることのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関

する重要事項を調査審議すること。 

二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係

各大臣又は長官に意見を述べること。 

三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重

要事項を調査審議すること。 

イ 子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項 

ロ こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福

祉の増進に関する重要事項 

ハ こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する

重要事項 

ニ こどもの権利利益の擁護に関する重要事項 

四 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各

大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に

関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べるこ

と。 

五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられ

た事項を処理すること。 

イ 児童福祉法 

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並

びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十

二号） 

ハ 次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十

号） 

ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律 

ホ 子ども・子育て支援法 

ヘ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対

し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策

の総合的な推進に関する法律 

２ こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定め

るものは、内閣総理大臣が任命する。 

３ 前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織

及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し

必要な事項については、政令で定める。 

第二節 特別の機関 

（こども政策推進会議） 

第八条 別に法律の定めるところによりこども家庭庁に

置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。 

２ こども政策推進会議については、こども基本法（これ

に基づく命令を含む。）の定めるところによる。 

第四章 雑則 

（官房及び局の数等） 

第九条 こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項

に規定する庁とする。 

２ 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこど

も家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、小学校

就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供

その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭

における子育てに対する支援に関する施策の実施の状

況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施す

るための組織及び体制の在り方について検討を加え、必

要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 
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●こども基本法 

（令和５年４月１日） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する

条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこども

が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人

としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状

況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護

が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができ

る社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に

取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理

念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の

基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議

を設置すること等により、こども施策を総合的に推進す

ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の

過程にある者をいう。 

２ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施

策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講

ずべき施策をいう。 

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経

て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ

目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援 

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資する

ため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じ

て行われる支援 

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の

整備 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として

行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基

本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受ける

ことがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その

生活を保障されること、愛され保護されること、その健

やかな成長及び発達並びにその自立が図られることそ

の他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教

育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっと

り教育を受ける機会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応

じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表

明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確

保されること。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応

じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して

考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、

父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識

の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支

援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはで

きる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、

こどもが心身ともに健やかに育成されるようにするこ

と。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感で

きる社会環境を整備すること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」と

いう。）にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施

策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、

その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労

働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必

要な雇用環境の整備に努めるものとする。 

（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策につい

て関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が

実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 
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（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもを

めぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況

に関する報告を提出するとともに、これを公表しなけれ

ばならない。 

２ 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければ

ならない。 

一 少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三号）

第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対

処するために講じた施策の概況 

二 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第七

十一号）第六条第一項に規定する我が国における子ど

も・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援

施策の実施の状況 

三 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成二十五年

法律第六十四号）第七条第一項に規定する子どもの貧困

の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況 

第二章 基本的施策 

（こども施策に関する大綱） 

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こ

ども施策に関する大綱（以下「こども大綱」という。）を

定めなければならない。 

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものと

する。 

一 こども施策に関する基本的な方針 

二 こども施策に関する重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するた

めに必要な事項 

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければ

ならない。 

一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合

的かつ長期的な少子化に対処するための施策 

二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げ

る事項 

三 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項

各号に掲げる事項 

４ こども大綱に定めるこども施策については、原則とし

て、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間

を定めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を

求めなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければなら

ない。 

７ 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府

県におけるこども施策についての計画（以下この条にお

いて「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努め

るものとする。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定めら

れているときは、こども大綱及び都道府県こども計画）

を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての

計画（以下この条において「市町村こども計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町

村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法

第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子

どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規

定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県

が作成する計画であってこども施策に関する事項を定

めるものと一体のものとして作成することができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第

九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子ども

の貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定す

る市町村計画その他法令の規定により市町村が作成す

る計画であってこども施策に関する事項を定めるもの

と一体のものとして作成することができる。 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、

実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の

対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関

係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるも

のとする。 
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（こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のた

めの体制の整備等） 

第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要と

する事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の

年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行わ

れるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行

う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（関係者相互の有機的な連携の確保等） 

第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよ

う、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行

う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければ

ならない。 

２ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に

行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及び

地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互

の有機的な連携の確保に努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に

資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及

び連絡調整を行うための協議会を組織することができ

る。 

４ 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その

他の都道府県又は市町村が必要と認める者をもって構

成する。 

第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資す

るため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の

関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共

有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

２ 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の

確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつ

つ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する

支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技

術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

（この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容

についての周知） 

第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の

趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知

を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 

（こども施策の充実及び財政上の措置等） 

第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こ

ども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充

実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第三章 こども政策推進会議 

（設置及び所掌事務等） 

第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政

策推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 こども大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事

項について審議し、及びこども施策の実施を推進するこ

と。 

三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整

をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会

議に属させられた事務 

３ 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成する

に当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、

地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その

他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講

ずるものとする。 

（組織等） 

第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第

一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定によ

り命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理

するもの 

二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、

内閣総理大臣が指定する者 

（資料提出の要求等） 

第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の

提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めること
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ができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運

営に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この

法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案

し、こども施策が基本理念にのっとって実施されている

かどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ

適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっ

とったこども施策の一層の推進のために必要な方策に

ついて検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


